
『
史
記
』

項
初
本
紀
と
秦
楚
之
際
月
表

|
|
秦
末
に
お
け
る
楚
・
漢
の
歴
史
評
債
|
|

藤

田

勝

久

四=一一

は

じ

め

に

『
史
記
』
項
初
本
紀
の
構
成

『
史
記
』
秦
楚
之
際
月
表
の
構
成

戦
園
・
秦
漢
に
お
け
る
諸
国
の
暦
法

『
史
記
』
に
み
え
る
楚
・
漢
の
歴
史
評
債

お

わ

り

に

- 29一

は

じ

め

『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
は
、
巻
八
高
租
本
紀
と
並
ん
で
人
物
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
お
り、

と
り
わ
け
楚

・
漢
の

「鴻
門
の
舎
」
-， 

1亥

下
の
戦
い
」
な
ど
の
文
撃
的
記
述
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
嘗
時
の
歴
史
史
料
と
し
て
み
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
間
題
黙
が
あ
る
。

た
と
え
ば
司
馬
遁
は
、
な
ぜ
歴
代
王
朝
や
漢
代
皇
帝
と
並
ん
で
項
羽
を
本
紀
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
項
羽
本
紀
は
、
秦

本
紀
や
呂
后
本
紀
と
あ
わ
せ
て
正
統
な
本
紀
で
は
な
く
、
世
家
・
列
俸
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
寅
際
に
『
漢
童
酉
』
で
は
項
籍
俸
と
な

(
1〉

っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
項
羽
本
紀
の
描
寓
は
、

漢
代
の
陸
買
『
楚
漢
春
秋
』
に
も
と
§
つ
い
て
記
述
し
た
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
説
話

・
語
り

169 
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物
な
ど
を
利
用
し
た
一
篇
で

(

2

)

 

き
わ
め
て
文
準
的
な
作
品
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て

『
史
記
』
項
羽
本
紀
を
歴
史
史
料
と
し
て
、

楚

・
漢
の
興
亡
を
考
察
す
る
に
は
、
慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
慾

・
漢
の
輿
亡
は
、
こ
の
ほ
か
『
史
記
』
巻
一

六
秦
楚
之
際
月
表
(
以
下
、
月
表
と
も
略
す
)
に
示
さ
れ
、

」
こ
に
は
項
菊
本
紀

高
祖
本
紀
と
は
や
や
異
な
っ
た
歴
史
評
慣
が
あ
る
。
こ
の
史
料
的
相
違
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
材
料
に
も
と
づ
く
か
と
い
う
問
題
と
あ
わ
せ

て
、
再
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
く
に
楚

・
漢
の
際
に
お
け
る
紀
年
に
着
目
し
て

『
史
記
』
項
羽
本
紀
と
秦
楚
之
際
月
表
の
史
料
的
性
格
を
考
察
し

て
み
た
い
と
お
も
う。

そ
の
論
述
は
、

ま
ず
項
羽
本
紀
の
構
成
を
検
討
し
、

そ
の
紀
年
と
高
組
本
紀

・
月
表
と
の
相
違
を
比
較
す
る
。
つ
き
に

戦
園

・
秦
漠
時
代
の
出
土
資
料
を
参
考
と
し
て
、
南
本
紀
と
月
表
に
み
え
る
紀
年
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
。
そ
し
て
最
後
に、

こ
の
結
果
に
も

と
づ
き
な
が
ら
、
項
羽
本
紀
を
一
篇
と
す
る
司
馬
遜
の
歴
史
思
想
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
秦
末

・
漢
初
の
歴
史
像
を
復
元
す
る
こ
と
を
試
み
る

- 30一

も
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
構
成

表
1
は

『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
、
と
く
に
全
躍
を
紀
年
資
料
と
説
話
的
記
述
に
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
構
文

『
史
記
』
官
同
組
本
紀
や

『
漢
書
』
高
一帝
紀
・
項
籍
俸
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
が
、

(

3

)

 

す
に
と
ど
め
た
。
い
ま
こ
の
構
成
に
よ
れ
ば
、

t主

」
こ
で
は
項
羽
本
紀
に
特
殊
な
記
述
を

l
l線
で
示

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
項
羽
本
紀
を
形
式

・
表
記
の
親
酷
か
ら
み
る
と
、

四
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
I
は、

官
頭
の
姓
名

・
項
氏
の
系
譜

に
つ
づ
い
て
、
項
羽
の
人
柄
や
、
秦
末
の
陳
渉

・
項
梁
な
ど
の
蜂
起
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
が、

」
こ
で
は
「
項
籍
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
末
尾
で
、
柿
公
(
劉
邦
)
が
項
梁
の
軍
に
合
流
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に

E
で
は、

項
梁
が
楚
王
室
の
子
孫
を
捜
し
出
し
て
懐
王
と
し
、

楚
園
を
復
興
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
が

こ
こ
で
は

「浦
公
・
項
羽
」
と
い
う
表
記
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
項
梁
の
死
後
、

し
だ
い
に
項
羽
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表 1 Ii史記』項初本紀の構成

項籍者。下相人。字弱。初起時年二十四。其季父項梁。

梁父-…・・項燕篤秦賂王羽所裁者也。(項氏の略歴〉

[兵法、秦始皇帝を観る項籍の人柄に関するエピソード]

秦二世元年七月。陳渉等起大津中。其九月。

I項梁・ 項籍の蜂起。…・・・於是梁篤曾稽守。籍~枠勝。街下勝。]

[陳王の敗走。項梁が下部に軍す。楚王の死。項梁が醇に入る。]

項梁開陳王定死。召諸別終禽酵計事。此時1市公亦起?市往駕。

II I 伽建圏、 A糊 〉 輿懐王都好台。項梁自競武信君。 I

居敷月 [7市公 ・項弱の進軍。項梁の死0 ・…・・項菊軍室長城西。 浦公軍環。1

→《楚漢》

→ 《楚漢》

→《楚漢》

[楚懐王が彰城に徒る。浦公が武安君。 ・…・・項弱が諸侯上将軍となる。] 高祖

[秦勝重郎を潅玉、長史欣を上将軍とする。楚軍が秦卒を殺す。] → 《楚漢》

[項弱が函谷閥に入れず、柿公が威陽を破る。 M自増の進言。]

皿 鴻門の舎のエピソード0 ・…・・奪項主天下者。必?市公也。

[①居数日。項主が威陽に入札開中を捨てる不徳。]

N I義帯を立てる 項王自立震西楚覇王。玉九郡。 者側。

;漢之元年四月。諸侯罷戯下。各就図。

[②義需の放逐。 漢王が開中を定める。諸王の離反。I

漢之二年さ~o ・・ (斉の反蹴〉…容。漢王…凡五十六蔦人。東伐楚。

I四月。漢皆己入彰域。 童手城の戟いn …呂后が楚箪の人質となる。1

1呂氏の活躍。漢箪の敗走。漢が祭陽に軍し古文倉の粟を取る。]

漢之三年。項玉数侵奪漢南道。 漢王食乏。恐請和。害j祭陽以西潟漢。

I項玉、 Cm増を疑う不徳。]

漢之四年。項王準兵園成皐。…・・・諸賂檎檎得出成皐。従漢王0 ・

[楚・ 漢の戦い。…・・・漠王傷。走入成皐n … 一]

[彰越の反航。]

[楚・ 漢の曾盟。鴻溝で東西分割。 ……D陳卒の進言。1
漢五年。漢王乃迫項王至陽夏南。 …..而撃楚軍ρ .

i r四面楚歌J r核下の戦い」のエピソード

[項主が烏江を渡り、自殺するまでの経過。1
1項王を魯公として穀城に埋葬する。]

諸項氏枝属。漢王皆不談。乃封項イ白魚射陽侯。・…・・皆項氏。賜姓劉。

- 31ー

→ 高租
《楚漢》

→《楚漢》

→《楚漢》

→《楚漢》

→《楚漢》
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が
地
位
を
上
げ
て
ゆ
く
ま
で
嬰
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

E
に、

著
名
な
「
鴻
門
の
曾
」

か
ら
以
降
は
、

は
秦
が
滅
亡
し
た
の
ち
項
羽
が
西
楚
翁
王
と
な
っ
て
か
ら
の
表
記
で
あ
り
、
巌
密
に
い
え
ば
ま
だ
項
王
で
は
な
い
。

「項
王
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

し
か
し
こ

の
段
階
で
、
す

で
に

「
項
王
・
柿
公
」
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
N
の
部
分
は
、
項
羽
が
楚
義
一
帝
を
立
て
て
西
楚
覇
王
と
な
っ
た
以
降
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
項
王
」
の
表
記
は
同
じ
く
、
浦
公
が

「
漢
王
」
と
な
る
貼
が
襲
化
し
て
い
る
。

(

4

)

 

羽
|
項
王
と
い
う
匿
分
が
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
項
羽
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
項
籍
|
項

以
上
の
よ
う
な
匡
分
に
も
と
づ
き
項
初
本
紀
を
み
る
と
、

そ
れ
は
簡
単
な
紀
年
と
記
事
資
料
と
で
ほ
ぼ
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
I
で

は、

秦
二
世
元
年
七
月
の
陳
渉
蜂
起
の
前
後
に
、
項
梁
・
項
籍
の
反
凱
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

E
-
E
の
部
分
で
は
、
直
接
に
紀
年

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
楚
の
建
園
や
欝
城
遜
都
・
秦
滅
亡
の
よ
う
に
、
年
代
の
わ
か
る
記
事
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て

W
で
は
、

漢
王

の
紀
年
を
基
準
と
し
て
、
項
王
の
死
と
埋
葬
ま
で
の
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
紀
年
と
記
事
資
料
の
来
源
で
あ
る
が
、

す
で
に
後
漢
の
班
固
は
、

(

5

)

 

て
い
る
。
こ
れ
は
劉
邦
に
し
た
が
っ
た
陸
買
が
著
し
た
書
物
で
、

前
漢
末
の
王
朝
聞
書
目
録
で
あ
る
『
漢
書
』
華
文
志
に
も
そ
の
存
在
が
記
鋒

(

6

)

 

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
漢
書
』
高
一
帝
紀
・
項
籍
停
で
は
、
そ
の
鎚
述
に
あ
た
っ
て

『
史
記
』

と
ほ
ぼ
同
じ
構
文
を
利
用
し
て
お
り
、
班
固
は

『
漢
書
』
巻
六
二
司
馬
遜
俸
の
論
賛
で
、
司
馬
遜
は

『
史
記
』
の
妓
越
に
『
楚
漢
春
秋
』
を
利
用
し
た
と
指
摘
し

- 32ー

さ
き
に
記
事
資
料
か
ら
考
え
て
み
よ
う。

南
者
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
べ
し
た
が
っ
て
班
固
の
言
は
、

ま

っ
た
く
の
虚
構
と
は
お
も
え
ず
、

項
羽
本
紀
に

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
楚
漢
春
秋
』
と
何
ら
か
の
関
連
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ど
の
部
分
が
、

『
史
記
』
三
家
注
が
参
考
と
な
ろ
う
。

『
楚
漢
春
秋
』
に
依
援
し
た
記
述
で
あ
ろ
う

司
馬
遁
の
材
料
と
異
な
る
寓
本
か
も
し
れ
な
い

(
8
)
 

が
、
少
な
く
と
も
『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
一
該
嘗
部
分
が
『
楚
漢
春
秋
」
俸
本
と
共
通
す
る
内
容
を
ふ
く
む
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で

《楚
漢
》

い
ま
表
1
の
右
側
に
《
楚
漢
》
と
表
示
し
た
部
分
は
、
南
朝
宋
の
集
解
、
唐
代
の
索
隠

・
正
義
な
ど
の
注
樺
に

『
楚
漢
春
秋
』
と
の
相
違
字

(

7

)

 

句
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

こ
の
宋
・
唐
代
の
注
調
停
家
が
み
た

『
楚
漢
春
秋
』
t主



と
比
較
注
罪
さ
れ
る
部
分
は
、
そ
の
一
部
に
『
楚
漢
春
秋
』
に
あ
た
る
先
行
資
料
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
想

定
を
ふ
ま
え
、
注
揮
に
引
用
す
る
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
先
行
資
料
が
あ
っ
た
と
み
な
せ
ば
、
項
羽
本
紀
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
で
き

下よ

A
ノ
。

ー
の
《
楚
漢
》
と
比
較
さ
れ
る
部
分
は
、

一
に
項
羽
の
祖
父
・
項
燕
が
秦
騰
の
王
製
に
殺
さ
れ
た
こ
と
、
二
に
項
梁
が
曾
稽
懐
守
を
殺
し
て

奉
丘
ハ
す
る
際
の
こ
と
、

三
に
東
陽
令
史
の
陳
嬰
が
自
ら
王
と
な
ら
ず
項
梁
に
揖
附
属
す
る
際
の
こ
と
、

《
楚
漢
》
の
記
述
は
、
項
氏
の
系
譜
を
の
ぞ
い
て
、
秦
末
の
反
蹴
か
ら
始
ま
り
、
項
梁
の
動
向
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の

部
分
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
聞
に
①
項
羽
が
謹
書
・
剣
法
よ
り
も
兵
法
を
好
ん
だ
こ
と
や
、
②
秦
始
皇
一
帝
を
観
た
と
き
の

不
遜
な
態

度
、
③
仇
を
避
け
て
呉
に
行
き
人
望
を
得
た
と
い
う
、
人
柄
を
示
す
著
名
な
説
話
を
ふ
く
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は

《
楚
漢
》
と
比
較

で
き
る
注
揮
が
な
く
、
む
し
ろ
高
組
本
紀
に
、
①
亭
長
と
な
っ
て
人
を
凌
い
だ
こ
と
、
②
秦
始
皇
一
帝
を
観
る
態
度
、

③
仇
を
避
け
て
柿
に
居
住

(

9

)

 

し
た
口
口
公
に
認
め
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
封
比
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
の
構
文
で
は
、
秦
末
の
反
飽
か
ら
始
ま
る

『
楚
漢
春
秋
』
の
よ
う

な
部
分
と
、
項
羽
・
劉
邦
を
掛
照
し
た
説
話
的
資
料
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

な
ど
の
三
ケ
所
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
れ

ば

- 33一

ま
ず
楚
園
の
復
興
が
大
き
な
轄
機
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
直
接
に
《
楚
漢
》
の
注
樺
が
な
く
、

《
楚
漢
》
に
比
較
さ
れ
る
部
分
と
ほ
ぼ
似
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
と
く
に
特
定
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
部
に
先
行
す
る
記
事
資

料
を
利
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

E
は
鴻
門
の
舎
に
始
ま
り
、
秦
都
の
威
陽
周
遣
で
の
動
向
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
と
く
に
劃
話

形
式
の
文
事
的
措
篤
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
集
解
引
く
巨
頭
注
で
は
《
楚
漢
》
と
封
比
し
て
い
る
。

ま
た
つ
づ
い
て
項
羽
が
秦
の
子
嬰
を
殺

し
、
威
陽
を
焼
き
排
っ
て
、
開
中
を
嬢
黙
と
し
な
い
不
徳
を
示
す
記
事
も
、
同
じ
く
集
解
で
《
楚
漢
》
と
封
比
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ

E
で
は
、

記
述
の
形
式
か
ら
み
れ
ば
、

の

の
部
分
は
、

『
楚
漢
春
秋
』
を
利
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
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w
u
で
は
、
項
羽
が
西
楚
覇
王
と
な
っ
て
、
十
八
諸
侯
を
任
命
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
と
き
劉
邦
は
漢
王
と
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は

(

叩

〉

諸
侯
を
封
ず
る
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
姓
名
・
都
城
な
ど
の
記
載
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
記
録
的
な
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
つ
づ
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く
部
分
で
は
、
楚

・
漢
が
鴻
溝
で
舎
盟
し
、
自
后
な
ど
人
質
を
返
還
す
る
記
事
ま
で
、
直
接
に
《
楚
漢
》
と
封
比
さ
せ
る
記
事
は
な
い
。
そ
の

聞
は
大
髄
に
お
い
て

こ
れ
ま
で
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、

舎
話

・
事
件
経
過
を
記
し
た
形
式
の
資
料
で
あ
る。

と
こ
ろ
が
咳
下
の
戦
い
の

「
四
面
楚
歌
」
の
場
面
に
な
る
と
、

ふ
た
た
び
《
楚
漢
》
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
以
降
の
事
件
は
、

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
と
同
形
式
の
記
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
『
楚
漢
春
秋
』
と
、

《
楚
漢
》
と
封
比
さ
れ
て
お

そ
れ
に
類
似
す
る
記
事
責
料
の
利
用
が
想
定
さ
れ

L

よ
内
ノ
。

以
上
、
項
羽
本
紀
の
構
成
を
み
る
と
、

き
わ
め
て
わ
ず
か
な
紀
年
の
聞
に
、

『
楚
漢
春
秋
』

を
ふ
く
む
記
事
資
料
と
、
十
八
諸
侯
任
命
の
よ

う
な
記
載
か
ら
成
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
と
き
使
用
さ
れ
て
い
る
紀
年
は
、
項
羽
が
西
楚一筋
王
と
な
る
以
前
は
秦
紀
年、

そ
れ
以
後
は
漢
紀

年
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
紀
年
は
、

ど
の
よ
う
な
資
料
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
史
記
』

高
組
本
紀
の

紀
年
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

表
2
は
、
高
組
本
紀
の
構
成
の
う
ち
、
紀
年
記
事
の
部
分
を
中
心
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
せ
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る

ま
ず
浦
公
の
時
代
で
は
、
秦
二
世
元
年
秋
、
二
世
二
年
、

二
世
三
年
の
記
事
が
あ
り
、

」
れ
は
秦
紀
年
の
表
記
と
い
う
貼
で
は
同
じ
で
あ
る

が
、
項
羽
本
紀
よ
り
記
載
が
や
や
多
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
内
容
は
、
二
世
元
年
の
蜂
起
は
、
項
羽
本
紀
の
ほ
う
が
「
七
月
:
:
:
其
九

月
」
と
正
確
で
あ
り
、
高
組
本
紀
の
ほ
う
が
概
略
的
で
あ
る。

ま
た
二
年
の
燕

・
趨

・
斉

・
親
王
の
自
立
と
、
項
氏
の
蜂
起
は
、

正
確
に
は
元

年
末
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
次
年
に
接
績
さ
せ
て
概
略
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
一
一
一
年
に
楚
懐
王
が
彰
域
に
移
る
記
事
は、

正
し
く
は
後
述
の
よ
う
に
二
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る。

し
た
が

っ
て

一
見
す
る
と
、
高
組
本
紀
に
紀
年
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
と

か
ら
概
略
を自記
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
、
正
確
な
紀
年
資
料
に
よ
る
記
載
と
は
み
な
せ
な
い
。

つ
ぎ
に
漢
王
以
降
で
は
、
項
羽
何
本
紀
と
同
じ
く
漢
紀
年
に
よ
り
、
高
組
本
紀
の
ほ
う
が
年
月
数
が
多
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
項
羽
の
漢

(

日

〉

紀
年
は
ほ
ぼ
月
表
の
内
容
と
等
し
く
、
高
組
本
紀
の
ほ
う
は
少
し
記
事
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
楚

・
漢
以
降
で
は
、
両
者
の
劃
立
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『史記』高租本紀の紀年構成

秦二世元年秋。陳勝等起新。至陳而王。競震張楚。.....

秦二世二年。陳渉之賂周章……。燕越斉貌皆自立魚王。項氏起呉。・

従項梁月量生。・…・・項梁挽武信君。居敷月・…・・

秦二世三年。楚懐互・…・・従好台都彰域。-

漢元年十月。油公兵途先諸侯至覇上。.

十一月中。項羽…・・・欲入関…・・。 十二月中。途至戯…

正月。項王自立潟西楚覇王。王梁楚地九郡。都彰域。-

四月。兵罷戯下。諸侯各就図。…一八月。漢王・…-従故道還。……

二年。漢玉東略地。…・・・

正月。虜薙王弟章卒...…。二月。…・更立漢祉稜。

三月。漢王従臨菅波……。六月。立潟太子。……

三年。貌王豹…・・。(其明年。〉立張耳篤趨王0 ・

四年。項濁……。

五年。高祖輿諸侯兵共撃楚軍。輿項弱決勝妓下。.....。

正月。諸侯- 一室主漢王震皇帯。・…ー甲午。乃即皇脅位氾水之陽。…..

五月…..六月・・…十月・・…其秩……

表2

は
漢
紀
年
で
表
さ
れ
、

ま
た
官
同
組
本
紀
の
年
月
数
の
ほ
う
が
多
い
こ
と

か
ら
、
漢
王
が
主
睡
で
あ
り
項
羽
は
そ
れ
に
つ
づ
く
評
債
が
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
こ
れ
は
南
本
紀
を
比
較
し
た
場
合
の
特

徴
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

『
史
記
』
項
羽
本
紀
を
分
析
す
る
と
、
そ
れ
は
簡
単
な

秦
・
漢
紀
年
と
、

『
楚
漢
春
秋
』
を
ふ
く
む
記
事
資
料
と
で
構
成
さ
れ

て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
先
行
資
料
を
配
列
す
る
と
い
う

『
史
記
』
秦
本
紀
や
戦
園
世
家
の
編
集
過
程
と
ほ
ぼ
等
し

手
法
は
、

(
ロ
〉

い
。
と
こ
ろ
が
『
史
記
』
高
組
本
紀
と
の
比
較
で
は
、

秦
紀
年
は
項
羽
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の
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、

秦
滅
亡
後
で
は
南
本
紀
と
も
漢

紀
年
を
基
準
と
し
て
お
り
、

一
見
す
る
と
高
租
が
主
瞳
で
項
羽
は
従
属

す
る
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
南
本
紀
は
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
も
ほ
と

ん
ど
同
時
代
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

た
し
か
に
項
羽

本
紀
は
高
祖
本
紀
と
重
複
し
、

そ
の
事
績
を
高
租
に
代
表
さ
せ
る
べ
き

と
い
う
主
張
は
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
硯
貼
を
か
え
て
、

こ

れ
を
『
史
記
」

秦
楚
之
際
月
表
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
別
の
評

債
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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『
史
記
』

秦
楚
之
際
月
衰
の
構
成

『
史
記
』
項
羽

・
高
組
本
紀
は
、

ほ
ぼ
年
代
的
に
重
複
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
十
表
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
十

表
で
は
、

十
二
諸
侯
年
表
、
六
園
年
表
に
つ
づ
い
て
秦
楚
之
際
月
表
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
漢
輿
以
来
諸
侯
王
年
表

・
婚
相
名
臣
年
表
な
ど
漢
代

諸
表
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
六
園
年
表
は

「秦
二
世
三
年
(
前
二

O
七
〉
」
で
終
り
、

漢
代
諸
表
は
「
高
組
元
年
(
前
二

O
六
ど
か
ら
始
ま

っ
て
い

る
。
そ
の
聞
に
秦
楚
之
際
月
表
が
あ
り
、

そ
の
年
代
は
秦
二
世
元
年
J
漢
五
年
ま
で
で
あ
る
。

そ
の
た
め
月
表
は
、
前
後
の
諸
表
と
重
複
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
月
表
の
構
成
を
分
析
し
、
項
羽
本
紀
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
そ
の
特
色
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
秦
末
か
ら
短
期
聞
に
戦
凱
が
あ

(

日

〉

り
、
ま
た
漢
代
に
近
い
こ
と
か
ら
、
年
表
よ
り
詳
細
な
月
表
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
形
式
の
問
題
で
あ
り
、
そ

ま
ず
従
来
ま
で
、
秦
楚
之
際
月
表
は
ど
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
性
格
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
月
表
作
成
は
ど
の
よ
う
な
意
聞
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
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に
は
い
く
つ
か
の
設
が
あ
る
。

そ
の
一
は
、
漢
を
主
瞳
と
す
る
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
清

・
在
越

「
讃
史
記
十
表
」
は
、
月
表
が
漢
を
主
と
す
る
も
の
で
正
統
を
明
ら
か
に

(
日

)

(
日

)

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
伊
藤
徳
男
氏
は
、

『
史
記
』

十
表
の
な
か
で
月
表
の
原
理
を
考
察
し
、
以
下
の
よ
う
な
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
六
園
年
表
と
漢
名
臣
年
表
は
、
歴
史
的
事
項
が
記
さ
れ
た
「
歴
史
年
表
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
す
る
月
表
は
、

ほ
と
ん
ど
戦
争
と
そ
れ
に

か
か
わ
る
人
事
を
記
し
た
「
軍
事
月
表
」
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
月
表
の
構
成
は
、

ほ
ぼ
自
立
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
秦

・
楚

・
項

・

漢
は
特
別
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る。

そ
の
と
き
秦
を
主
と
し
た
年
月
は

「
二
世
三
年
九
月
」

ま
で
で
、
翌
年
は

「
四
年
」
の
字
が
な

く
「
十
月
」
の
み
と
し、

か
わ
っ
て
「
漢
元
年
」
と
漢
が
秦
を
継
ぐ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
秦

・
漢
の
連
頼
性
を
見
出
し

て
い
る
。
そ
し
て
月
表
で
は

「
王
と
震
る
」
記
事
が
詳
細
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
馬
遜
は
こ
の
時
代
を
封
建
制
度
の
復
活
と
し
て
評
債
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。



そ
の
こ
は
、
楚
を
重
視
す
る
と
い
う
読
で
あ
る
。
た
と
え
ば
清
・
呉
非
は
「
意
は
楚
を
重
ん
ず
る
」
と
し
、
国
儀
慶
氏
は
呉
非
の
読
を
受
け

(

日

)

て
、
楚
は
漢
初
ま
で
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
を
論
誼
し
て
い
る
。
た
だ
し
月
表
は
、
張
楚
で
は
な
く
義
一帝
を
楚
の
代
表
と
み
な
し
、
本
紀
は
陳
渉

で
は
な
く
項
羽
を
楚
の
代
表
と
す
る
こ
と
か
ら
、
司
馬
濯
の
認
識
は
混
劃
し
て
い
る
と
い
う。

そ
し
て
ま
た
こ
れ
は
『
漢
書
』
が
項
羽
を
列
俸

と
し
て
低
く
み
る
こ
と
や
、

『
漢
書
』
諸
侯
王
表
が
漢
紀
年
を
記
し
「
楚
懐
王
」
を
記
さ
な
い
こ
と
に
相
違
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
月
表
の
評
債
を
め
ぐ
っ

て
は

こ
れ
ま
で
漢
を
主
と
す
る
設
と
、
楚
を
重
視
す
る
と
い
う
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
月

表
の
構
成
は
、

ど
の
よ
う
に
解
四
押
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
表
3
は
、
月
表
の
秦
末
部
分
の
配
列

・
年
月

・
記
事
の
概
略
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
貼
が
確
認
で
き
る
。

ま
ず
秦
は
、
二
世
元
年
七
月
か
ら
二
年
十
月
、
三
年
十
月
と
つ
づ
き
、
た
し
か
に
秦
暦
の
紀
年
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
他
の
諸
王

(

口

)

は
、
す
で
に
銀
大
肝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
越
は
二
五
月
、
斉
は
一
八
月
、
燕
は
二
九
月
、
競
は
一
七
月
、

韓
は
二

O
月
と
あ
り
、
こ
れ
は
紀

年
で
は
な
く
月
数
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
形
式
は
項
(
項
梁

・項
弱
)
も
同
じ
で
、
項
梁
が
蜂
起
し
て
か
ら
二
二
月
、
項
羽
が
魯
公
に
封
ぜ

ら
れ
て
か
ら
一
六
月
と
表
記
さ
れ
、

漢
(
油
公
)
も
ま
た
蜂
起
か
ら
二
九
月
と
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
南
者
は
、
嘗
初
は
王
と
な

っ
て
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い
な
い
黙
で
他
の
諸
園
と
は
異
な
り
、
特
別
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
秦
が
紀
年
を
も
ち
、
他

の
諸
園
・
項
羽
・
浦
公
は
濁
自
の
暦
法
に
よ
る
紀
年
を
も
た
な
い
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
月
表
で
は
、
秦
の
ほ
か
に
も
紀
年
を
も
っ
園
が
あ
る
。
そ
れ
は
楚
で
あ
り
、
陳
渉

・
楚
王
景
駒
の
と
き
は
短
期
間
で
剣
別
し
に
く

い
が
、
楚
懐
王
期
で
は
秦
六
月
を
楚
一
月
と
し、

翌
年
の
秦
五
月
を
楚
二
年

一
月
と
し
て
、
明
ら
か
に
楚
暦
に
よ
る
紀
年
を
も
っ
て
い
る
。
こ

の
貼
か
ら
月
表
で
は
、
秦

・
楚
二
圏
だ
け
が
濁
自
の
紀
年
を
も
っ
圏
で
あ
り
、

」
こ
に
「
秦
楚
之
際
月
表
」
と
稽
さ
れ
る

一
因
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
月
表
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
秦
は
紀
年
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
事
は
楚
兵
の
進
軍
を
示
す
一
僚
と
、

ほ
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か
に
趨
高
が
二
世
を
殺
し
子
嬰
が
立
つ

二
僚
が
み
え
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
年
表
の
主
睡
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
六
園

(

日

)

年
表
に
お
け
る
周
の
位
置
づ
け
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
紀
年
を
も
っ
楚
に
着
目
す
る
と
、

」
こ
に
は
や
や
豊
富
な
記
事
が
み
ら
れ



一
楚
隠
王

一
陳
渉
起
兵
入
秦
。

一
2
首相
嬰
篤
渉
街
九
江
。

一

立
褒
彊
魚
楚
王
。

一
3
周
文
兵
至
戯
敗
。
而
葱

一

嬰
閲
渉
王
師
殺
彊
。

2
年
日
月

一
4
諒
首
相嬰。

2
自
王

2
:
:
・

日
月

一
5
崩
文
死
。

3

一
3

ロ
月

一
6
陳
渉
死
。

4

4

一
4
:
・

端

月

楚

王

景

駒

始

。

5

堂

開
召
卒
矯
奔
項
梁
恒
周
一楚
柱
園
。
急
一
越
王
始
5
*
5
*

秦

嘉

立

之

。

西

蛾

秦

。

景

駒

王

2
嘉
潟
上
終
軍
。

6
梁
渡
江
。
陳
嬰
・
鯨
布
皆
廊。

6
:
:
:

3

7

7

*

項
梁

4

8

梁
撃
殺
景
駒
。
秦
嘉
途
入
醇
。
兵
十

8

*

項
梁

四
蔦
衆
。

口
汐
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量l
8 7 ~ i秦
月月 T

一一一一

表
3 

『
史
記
』
秦
楚
之
際
月
表
の
構
成

楚

9
月
*

4 3 2 
月月月

5
奔
宋
義
篤
上
賂
軍。

5 
月

6 
月

楚
懐
王
始
。
都
好
台
。

故
懐
玉
孫
。
梁
立
之
。

2
陳
嬰
鴛
柱
図
。

。。

8 7 
月月月

4
徒
都
彰
域。

後
9
月

グ
l

l

l

一同
」
門
一

項
梁
挽
武
信
君
。

2 3 叩
梁
求
楚
懐
王
孫
。
得
之
民
間
。

立
信
用
楚
王
o

u天
大
雨
。
三
月
不
見
星
。

ロ
救
東
阿
。
破
秦
軍
乗
務
至
定
陶
。
項

梁
有
騎
色
。

日
章
部
破
殺
項
梁
於
定
陶
。
項
羽
恐。

還
軍
彰
域
。

懐
王
封
項
朝
刊
於
魯
。
告
同
次
附
柑
属
宋
義
。

越
王
始

2 4
張
耳

2 3 4 

斉
王
始

R

U

A

U

J
 

6

m

一軍
部

7 8 9 日
陳品跡

6 

* 
7 8 斉

王
調円
王
始

2 

* 
3 

柿
公
一
初
起
。

9 山
本
楚
懐
王

日
*
項羽伺

ロ
*
項羽伺

日
*
懐
王

U
H

也事
懐
王

E主

燕

主車

謀
、'王
始

2 3 
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fi 

3 
年

12 11 10 9 8 7 6 5 432端 12 11 10 
月月 月月 月 月 月 月 月月月月 月月月

言侯重者義曹9 
8 7 6 5 4 3 2 2 12 11 10 9 876  

震分 年
1 
月

王第義喬。ヌ年。二
四。

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 432  

重篤 分害。i至車苦Z卒弱 西言轄項語ij21ii!? 
北救

越

西
霊

子i草i書i欣担e喜i 章号 草司 重i壁量i 王。

。 。

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
戸山吊'" 越分 * 越

張耳 * 意榔
王

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 654  

f臨醤 斉分 * * 

富漢。分有闘

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 
* 漢:

年7c 

章

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 
燕 分燕

救
越

18 17 16 15 14 13 12 11 10 987  6 543  
西

貌分 * 救
貌 越

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 876  
韓 分韓

宮島

*
は
楚

要
項
調
刊
に
関
連
す
る
記
事
。

そ
の
他
の
記
事
を
示
す
。

- 39ー
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る。

そ
れ
は
た
と
え
ば
陳
渉
が
死
ぬ
ま
で
の
動
向
や
、
楚
王
景
駒

・
楚
懐
王
の
都
城
と
官
職
に
か
か
わ
る
記
述
な
ど
で
あ
る
。

と
こ

ろ
が
楚
懐

王
の
即
位
後
は
、
記
事
は
し
だ
い
に
簡
略
と
な
り
、
む
し
ろ
そ
れ
と
前
後
し
て
「
項
」
に
盟
富
な
記
述
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
項
」

の
内
容
は
、
蜂
起
に
さ
か
の
ぼ
る
武
信
君
の
記
載
を
の
ぞ
い
て
、

楚
王
景
駒
か
ら
記
事
が
始
ま
り
、
懐
王
期
に
い
た

っ
て
ほ
ぼ
毎
年
の
記
事
が
あ

る
。
そ
こ
で
月
表
で
は、

紀
年
を
も
た
な
い
項
梁
・項
羽
に
も

っ
と
も
記
載
が
多
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
貼
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
で
き
よ
う。

に
附
随
す
る
事
項
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
楚
懐
王
期
で
は
、
項
梁
が
楚
懐
王
の
孫
を
立
て
て
楚
王
と
し
た
こ
と
か
ら
、
項
羽
を
魯
に
封
じ
た
こ
と
な
ど
、

そ
れ
は
「
項
」
の
記
載
は

項
梁

・
項
羽
の
濁
自
の
内
容
で
は
な
く
、

「楚」

こ
れ
以
降
は
楚

王
の
も
と
で
の
事
件
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ

て

「項
」
の
内
容
は
、
項
梁

・
項
羽
の
事
績
で
あ
る
と
同
時
に
、

「楚
」
の
記
載
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
懐
王
期
の
事
件
は
、
楚
の
紀
年
資
料
を
分
散
し
た
記
載
と
み
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
本

(
山
山
〉

来
は
王
者
の
紀
年
に
現
れ
る

「
天
大
雨
。
三
月
不
見
星
」
と
い
う
天
の
事
象
が
、
項
梁
の
時
期
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る。

速
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
各
園
は
、

王
即
位
の
ほ
か
に
濁
自
の
記
載
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
れ
も
漢
の
情
報
か
ら
復
元
で
き
る
記
事

- 40一

ま
た
諸
国
表
で
は
、

そ
の
記
載
は
不
連
績
で
わ
ず
か
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
に
も
*
印
で
示
し
た
よ
う
に
楚
あ
る
い
は
項
氏
と
関
連
す
る
記

一
方
、
漢
で
は
漢
紀
年
に
も
と
づ
く
記
載
が
可
能
と
お
も
わ
れ
る
が
、
月
表
で
は

*
印
の
よ
う
に
楚
の
関
連
記
事
が
多
い
。
し
た

が
っ
て
月
表
前
半
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
楚
記
事
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
他
の
欄
に
お
い
て
も
、

楚
の
記
載
を
分
散
し
た
と
お
も
わ
れ

で
は
な
い
。

る
記
述
が
大
牢
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上

月
表
の
秦
末
部
分
で
は
、

秦

・
楚
が
紀
年
の
基
準
と
な

っ
て
い
る
が

そ
の

内
容
か
ら
は
楚
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
で
き

る
。
ま
た
項
羽
本
紀

・
高
組
本
紀
の
紀
年
と
比
べ
れ
ば
、
項
羽
本
紀
は
簡
略
で
あ
る
が
月
表
と
等
し
く
、
高
組
本
紀
に
や
や
錯
誤
が
み
ら
れ
る

こ
と
は
、
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
秦
末
ま
で
の
構
成
か
ら
は
、

漢
を
主
瞳
と
す
る
覗
黙
は
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
で
は
漢
が
秦

を
継
承
す
る
と
い
う
貼
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か。

つ
ぎ
に
秦
滅
亡
後
の
紀
年
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

表
4
は
、
月
表
か
ら
奏
滅
亡
前
後
の
秦

・
楚

・
項

・
漢
の
年
月
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
る
と、

た
し
か
に
秦
滅
亡
の
十
二
月



の
あ
と
は
、
漢
元
年
正
月
に
接
績
し
、

漢
に
は
す
べ
て
月
が
-
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
よ
く
み
る
と
、
漢
元
年
の
歳
首
と
な
る
十
月
は
、

な
お

し
た
が

っ
て

「
漢
元
年
」

と
い
う
記
載
は
、
本
来

浦
公
が
蜂
起
し
て
か
ら
二
七
月
と
あ
り
、
こ
こ
に
は
紀
年
の
獲
更
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。

は
嘗
時
の
表
記
で
は
な
く
、
さ
か
の
ぼ

っ
て
記
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
楚
を
み
る
と
、
義
一
帝
一
元
年
は
漢
元
年
正
月
と
同
じ
で
あ
る
が
、
月
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
懐
王
と
義
一
帝
は
同

一
人
物

で
あ
り
な
が
ら
、
月
名
の
表
記
は
不
連
績
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、一
帝
に
な

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
秦
と
同
じ
月
名
に
改
暦
し
た
と
お
も

わ
れ
る
。
つ
ま
り
前
漢
武
一
帝
が
太
初
暦
に
改
暦
し
た
際
に
、
月
名
を
ず
ら
し
た
が
、
同

一
皇
帝
で
あ
る
こ
と
と
ち
ょ
う
ど
閉
じ
現
象
で
あ
る
。

そ
し
て
項
羽
の
段
で
は
、
西
楚
覇
王
と
な
る
ま
で
は
項
羽
が
封
ぜ
ら
れ
た
月
数
を
記
す
の
に
劃
し
て
、
翌
月
は

一
月
と
な
り
、
翌
年
か
ら
は
二

『史記』秦楚之際月表の紀年

秦 楚 項 漢

二世3年 楚懐王 項軍事 浦公

10月 6 14 27漢元年

11月 7 15 28 

12月 8 16 29 

9義帝元年 17西楚績王 正月

2 項籍 2月

3 2童手城 3月

4 3 4月

5 4 5月

6 5 6月

7 6 7月

8 7 8月

9 8 9月
-------_-----司'・..・ーー・ーーーーー-ーーーーーーーー司・----・.-_-'ー司明--_--_ー-----・..ーーーー

10義脅滅ぶ 9 10月

10 11月

11 12月

12 正月

2年1月 2月

2 3月

3 4月

4 5月

5 6月

6 7月

7 8月

8 9月

9 後 9月
-._---ーー・

10 3年10月

11 11月

12 12月

3年1月 正月

2 2月

3 3月

表4

181 

- 41ー



182 

年
一
月
、
三
年
一
月
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
紀
年
を
も
っ
月
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る。

つ
ま
り
秦
滅
亡
後
、
月
名
が
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
漠
だ
け
で
は
な
く
、
義
一帝一
と
と
も
に
項
羽
も

た
し
か
に
秦

・
漢
に
記
さ
れ
、
漢
が
秦
を
縫
承
し
た
よ
う
に
み

し
た
が

っ
て
月
表
の
年
月
は
、

え
る
が
、
貫
際
に
は
楚

・
項
羽
も
ま
た
紀
年
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
漢
・
項
羽
の
紀
年
は
、

(

鈎

〉
ぅ。

問
題
は
項
羽
紀
年
の
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
楚

・
漢
紀
年
と
の
比
較
が
手
が
か
り
と
な
る。

ど
の
よ
う
な
性
格
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
漢
が
秦
紀
年
を
縫
承
す
る
こ
と
は

ほ
ぼ
異
論
が
な
い
で
あ
ろ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
、
見
か
け
上
は
漢
紀
年
と
等
し
く
な

っ
て
い
る
。

い
ま
楚
懐
王
の
紀
年
を
み
る
と
、
二
年
八
月
ま
で
は
秦
紀
年
と
異
な
る
月
名
で
あ
る
が
、
義
一
帝
元
年
に
は
秦

・
漢
と
同
じ
く
一
月
に
改
元
し

し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

漢
が
十
月
を
歳
首
と
す
る
の
に

劃
し
て
、
楚
は
正
月
を
歳
首
と
し
て
お
り
、

王
と
な
っ
た
翌
月
は
、

こ
れ
は
楚
・
漢
の
暦
法
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で

つ
ぎ
に
項
羽
紀
年
を
み
る
と
、
西
楚
覇

「
項
籍
」

と
し
て
楚

・
漢
の
二
月
を

一
月
に
採
用
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
翌
年
は

「二
年
一
月
」

と
表
記
さ

- 42ー

れ

つ
づ
い
て

コ二
年

一
月
」
と
あ
る。

し
か
も
嘗
初
は
楚

・
漢
と
相
違
し
て
い
た
月
は
、
漢
が
二
年
末
に
「
後
九
月
」
と
い
う
閏
月
を
置
く

こ
と
に
よ

っ
て、

ま
た
一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
項
羽
紀
年
は
、

閏
の
置
き
方
が
異
な
る
だ
け
で

基
本
的
に
は
楚
義

一帝

・
漢
紀
年
と
同
じ
月
名
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た

一
見
す
る
と
漢
紀
年
と
同
じ
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
買
は
正
月
を
歳
首
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
秦

・
漢
で
は
な
く
、
楚
紀
年
と
同
じ
原
理
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
項
羽
紀
年
は
、
楚
紀
年
を
継
承
し
て
い
る

(

幻

)

と
い
え
よ
う
。

ま
た
漢
元
年
以
降
で
は
、
楚
義
一一帝
二
月
僚
の
各
園
欄
に
十
八
諸
侯
の
人
名
、
三
月
篠
に
都
城
の
記
載
が
あ

っ
て、

〈
幻

〉

は
異
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
事
例
は
省
略
す
る
が
、

全
瞳
と
し
て
秦
末
に
比
べ
て
記
事
が
簡
略
と
な
り
、

(
m
ω
)
 

ぼ
短
・
漢
ヘ
の
蹄
属
な
ど
の
情
報
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

」
れ
は
項
初
本
紀
と
順
序ほ

以
上
の
よ
う
に
、
秦
楚
之
際
月
表
を
構
成
上
か
ら
み
れ
ば
、
秦

・
漢
紀
年
を
ふ
く
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貫
質
的
な
内
容
に
は
楚
と
そ
れ
を

縫
承
し
た
項
潮
仰
の
紀
年
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
項
羽
は
、
秦
滅
亡
後
に
西
楚
覇
王
と
な
司
た
と
き
、

正
月
を
歳
首
と
す



る
楚
暦
を
継
承
し
た
紀
年
を
も
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
月
表
で
は
、
秦
末
・
漢
以
後
に
お
い
て
漢
を
主
置
と
す
る
の
で
は
な
く
、

〈

M
〉

い
ま
こ
れ
を
戦
園
楚
紀
年
と
区
別
し
て

「秦
楚
の
際
の
紀
年
」
と
稽
す
れ
ば
、

こ
こ
に
『
史
記
』
高
租
本

一
貫
し
て

楚
紀
年
の
存
在
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

紀
の
構
成
と
は
異
な
り
、
月
表
は
楚
・
項
羽
を
主
瞳
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

戦
園
・
秦
漢
に
お
け
る
諸
園
の
暦
法

こ
こ
で
覗
貼
を
か
え
て
、
戦
国
・
秦
漢
に
お
け
る
諸
園
の
暦
法
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち

『
史
記
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
司
馬
遜
は、

ど
の
よ
う
な
紀
年
資
料
を
利
用
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
責
料
を
未
見
あ
る
い
は
不
採
用
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
新
出
の
紀
年
資
料

さ
ら
に
秦
楚
之
際
月
表
の
特
色
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

を
参
考
に
し
な
が
ら
、

司
馬
遜
が
利
用
で
き
た
戦
闘
紀
年
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
が
、

ま
ず
一
に
、
戦
園
・
秦
代
の
紀
年
で
は
、

(

お

)

そ
の
要
貼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
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「
秦
記
」
と
呼
ば
れ
る
秦
の
紀
年
責
料
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
司
馬
蓮
は
六
園
年
表
の

(
M
m
)
 

序
文
で
、
秦
が
諸
侯
の
「
史
の
記
」
を
焼
い
た
た
め
に
滅
ん
で
し
ま
い
、
わ
ず
か
に
簡
略
な

「秦
記
」
だ
け
が
残
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ

の
「
秦
記
」
に
よ
っ
て
六
園
年
表
を
作
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
年
表
の
構
成
は
秦
の
記
載
を
各
固
に
分
散
し
た
形
式
を
主
韓

戦
園
・
秦
代
の
資
料
と
し
て
秦
紀
年
の
存
在
が
推
測
で
き
る
。

記
』
秦
本
紀
・
六
園
年
表
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
「
秦
記
」
は
同
じ
密
度
の
責
料
で
は
な
く
、
春
秋
時
代
か
ら
戟
園
初
期
は
き
わ
め
て
簡
略
で
、

戦
圏
中
期
の
献
公
・
孝
公
の
こ
ろ
か
ら
し
だ
い
に
毎
年
の
記
事
と
な
る
複
合
的
な
資
料
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
恵
文
王
・
昭
王

期
こ
ろ
の
あ
る
時
期
に
、
正
月
歳
首
か
ら
十
月
歳
首
の
顕
頭
暦
へ
の
襲
化
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
戦
国
史
料
で
は
、
秦
紀
年
を
第
一
資
料
と
し
て
い
る
が
、
賞
は

『史
記
』
の
な
か
に
第
二
の
戟
園
紀
年
が
存
在
す
る

(

幻

〉

と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
司
馬
遜
が
太
史
公
自
序
で
、
あ
る
諸
侯
の
「
史
記
」
を
見
た
と
述
べ
る
こ
と
に
関
連
す
る
。
つ
ま
り
『
史
記
』
越
世

叩
郡
に
遁
都
し
た
敬
侯
元
年
(
前
三
八
六
〉
以
降
の
記
事
に
、
不
連
績
な
六
園
趨
表
よ
り
詳
細
な
紀
年
責
料
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
か

と
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、

た
だ
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

『
史
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家
で
は
、
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ら
、
私
は
「
越
記
」
の
存
在
を
想
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
①
越
・

秦
は
同
じ
先
祖
と
い
う
停
え
を
も
つ
こ
と
、

②
秦
始
皇
帝
は
趨
郡
部
の
母

か
ら
生
ま
れ
、
組
政
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
起
因
す
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
戟
園
時
代
で
は
越
紀
年
が
想
定
で
き
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
『
史
記
』
戦
園
世
家
の
全
盟
か
ら
み
れ
ば
、
越
紀
年
は
六
圏
年
表
・
貌
世
家

・
燕
世
家

・
田
敬
仲
完
世
家
な
ど
の
一
部
に
追
加
さ

(
お
)

れ
て
い
る
ほ
か
は
、
基
本
的
に
秦
紀
年
に
よ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か

『
史
記
』

-i
」

+
ι
、

t
t
 連
摘
し
た
戟
園
紀
年
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
燕
世
家
に
は

「
今
王
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
た

こ
れ
は
燕
世
家
に
連
績
し
た
紀
年
が
認
め
ら
れ
ず
、
た
と
え
ば
「
秦
記」

の
よ
う
な
同
時
代
資

(
m
m
)
 

料
の
最
終
部
分
に
他
園
「
今
王
」
の
表
記
が
残
存
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
司
馬
遷
は
、
戦
園
史
の
基
準
と
し
て
秦
紀
年

・
越

め
、
燕
紀
年
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

紀
年
と
い
う
二
種
類
の
紀
年
資
料
を
利
用
し
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
に
、
楚

・
漢
か
ら
漢
代
の
紀
年
資
料
は
、
秦
楚
紀
年
と
漢
紀
年
を
採
用
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
ず
楚
・

漢
の
際
は
、
す
で
に
本
稿
で
考
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察
し
た
よ
う
に
楚
紀
年
と
そ
れ
を
縫
承
し
た
西
楚
覇
王
の
紀
年
が
想
定
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
は
漢
紀
年
の
入
手
が
可
能
で
あ
り
、
こ

れ
は
ほ
ぼ
問
題
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上

『
史
記
』
戦
闘
J
秦
・
漢
時
代
の
記
述
に
際
し
て
、
司
馬
濯
は
秦
紀
年
、
趨
紀
年
、
秦
楚
紀
年
、
漢
紀
年
の
四
系
統
の
資
料
を
採
用

し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
中
園
古
代
で
は
、
同
じ
時
代
に
そ
れ
以
外
の
紀
年
資
料
は
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま

司
馬
濯
が
不
採
用
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(ω) 

ら
、
中
園
古
代
の
紀
年
資
料
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

た
別
に
紀
年
資
料
は
存
在
し
て
い
た
が

」
れ
に
つ
い
て
近
年
の
出
土
書
籍
を
参
考
に
し
な
が

第

一
に
、
戦
園
時
代
の
紀
年
で
は

「秦
記
」
の
比
較
材
料
と
し
て
睡
虎
地
泰
簡
『
編
年
記
』
が
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、

一
九
七
五
年
に
湖

北
省
雲
夢
牒
で
出
土
し
た
文
書
で
あ
る
が

こ
こ
に
は
秦
昭
王
元
年

(
前
三
O
六
)
か
ら
始
皇
帝
三
十
年

(前
二一

七
)
ま
で
の
紀
年
が
、

(
況

)

五
三
枚
の
上
下
二
段
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
、
戦
園
後
期
の
秦
紀
年
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
、
秦
の
戦
役
と
墓
主
の
個
人
的

竹
筒

な
経
歴
に
分
か
れ
、
前
者
は
基
本
的
に
『
史
記
』
秦
紀
年
と
ほ
ぼ
等
し
く
、
司
馬
遜
の

「秦
記
」
利
用
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が



『
史
記
』
趨
紀
年
と
『
編
年
記
』
の
戦
役
を
比
べ
る
と
、

そ
こ
に
は

一
年
以
内
の
誤
差
を
ふ
く
む
場
合
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

年
末
の
事
件

こ
こ
か
ら
秦
が
十
月
歳
首
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
趨
紀
年
は
正
月
歳
首
の
よ
う
な
暦
を
も
っ
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

が
秦
で
は
翌
年
手
記
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
司
馬
遁
の
み
た
秦
紀
年
と
趨
紀
年
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
暦
法
が
異
な
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
他
園
の
紀
年
を
み
る
と
、
つ
ぎ
に
『
竹
書
紀
年
』
の
戟
園
競
紀
年
が
注
目
さ
れ
る。

こ
の
資
料
は
、
三
園
時
代
に

つ
づ
く
菅
代
に
出

土
し
た
と
俸
え
ら
れ
、
そ
の
史
料
的
性
格
が
問
題
の
書
物
で
あ
る
が
、
今
日
の
戦
園
墓
か
ら
護
見
さ
れ
る
竹
筒
の
献
況
・
内
容
か
ら
み
れ
ば
、

(

担

)

ま
っ
た
く
の
虚
構
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
『
竹
書
紀
年
』
の
篤
本
は
、
北
朝
・

南
朝
と
も
に
俸
え
ら
れ
、
古
本
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
と

し
て
復
元
さ
れ
て
い
る
資
料
は
、
あ
る
程
度
の
信
頼
性
を
も
っ
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
記
事
は
、
『
史
記
』
六
園
年
表
・
現
世
家
の
記
述
を
修

表 5 睡虎地秦繍「白書」の秦・楚暦

各 秋 夏 春

十十十 |九八七 i六 五四 !三二正

月月月 !月月月 白月月月 :月月月

三月二月正月十E十月十月 九月八月七見 l 六月五月四月 震
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正
す
る
も
の
で
あ
る
が

『
史
記
』

と
重
複
す
る
記
載
が
き
わ
め
て
少
な
く、

や
は
り
司
馬
遜
は

『竹
書
紀

年
』
の
よ
う
な
貌
紀
年
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
貌
紀
年
の
麿
法
に
つ
い
て
は
、
睡
虎

(
お
)

正
月
歳
首
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
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地
秦
簡
に
引
く
規
律
が
「
閏
十
二
月
」
を
置
く
こ
と
か
ら、

楚
で
は

の
楚
紀
年
が
手
が
か
り
と
な
る
。

一
九
八

包
山
楚
筒
・
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』

六
・
八
七
年
に
湖
北
省
刑
門
市
か
ら
出
土
し
た
資
料
で
、
こ
こ
に
は
戦
圏
中
期
の
懐
王
期
に
あ
た
る
楚
紀
年
が

(

担

)

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
楚
が

「
王
の
何
年
」
で
は
な
く
、
大
事
を
冒
頭
に
記
し
て
紀
年
と
す
る
大
事
紀
年

包
山
楚
簡
は、

の
形
式
に
な
っ
て
お
り
、

さ
ら
に

一
年
の
楚
の
月
名
が
剣
明
し
た
。
そ
の
月
名
の
表
記
は
、
睡
虎
地
秦
筒
『
日

書
』
の
月
名
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
こ
こ
に
あ
ら
た
な
楚
の
暦
法
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
秦
が
十
月
歳

首
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
楚
暦
は
三
ヶ
月
の
ズ
レ
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

表
5
は
、
工
藤
元
男
氏
が
秦

(

お

)

暦
・
楚
暦
の
劃
照
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
戦
圏
中
期
以
降
の
楚
紀
年
は
正
月
歳
首
が
採

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
も
司
馬
遁
が
み
た
秦
紀
年
と
相
違
す
る
紀
年
資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

楚
暦
が
秦
暦
と
三
ヶ
月
の
ズ
レ
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
楚
王

・
項
羽
の
秦
楚
紀
年
は
、
戦
闘
楚
紀
年
と
同
じ
原
理
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吊書《五星占》土星表紀年

二
三

四

五

六

七

八
九

廿

二
三
四
五
六

七

八

九
品
川

二
三
四
五

六

七

八

元
• 

四

五

ノ、

七

八・張楚

九

州f
・漢元

四

五

ノ、

七

/¥ 

九

十

皇ムロ秦
• 

元
二

三

四

五
六

七

八

九

十

表6に
よ
る
と
確
認
で
き
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
職
圏
諸
園
の
紀
年
で
は
、

秦
だ
け
が
十
月
歳
首
を
採
用
し
、
他
の
諸
園
は
わ
か
る
も
の
で
競

・
楚
が
正
月
歳
首
で
あ
り
、
越
も

ま
た
正
月
歳
首
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
戦
園
期
に
は
複
数
の
紀
年
が
あ
り
な
が
ら
、

司
馬
遜
は
そ
の
う
ち
秦

・
超
紀
年
だ
け
を
利
用

し
、
し
か
も
南
者
の
暦
法
の
相
違
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
を
む
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
秦
・
漢
時
代
の
紀
年
で
は
、

馬
王
堆
漢
墓
吊
書

「
五
星
占
」
が
あ
る。

こ
の
資
料
は

秦
始
皇
帝
元
年

(
前
二
四
六
〉
か
ら
漢
文

一
帝
三
年
(
前
一
七
七
)
ま
で
の
七

0
年
聞
に
つ
い
て
、
歳
星
(
木
星
〉
、
填
星
〈
土
星
)
、
太
白

(
金
星
)
の
運
行
位
置
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

(

お

)

の
附
表
に
秦
・

漢
時
代
の
紀
年
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
6
は
、
こ
の
う
ち
土
星
の
紀
年
表
を
そ
の
ま
ま
一

覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ

れ
に
よ
る
と
吊
書

「
五
星
占
」
で
は
、

秦
始
皇
帝一
が
三
十
七
年
に
死
去
し
た
あ
と
も
、

二
世
の
治
世
を
記
さ
ず
、
四
十
年
ま
で
始
皇
帝
の
年
代

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
二
世
元
年
に
あ
た
る
年
に
「
張
楚
」
と
附
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
陳
渉
の
蜂
起
を
裏
づ
け
る
記
述
と
し
て
注
目
を
集

(

幻

)

め
た
も
の
で
あ
る
。
田
徐
慶
氏
は
、
こ
の
記
述
を
も
っ
て
「
五
星
占
」
は
楚
の
な
か
で
も
と
く
に
「
張
楚
」
を
隼
重
し
た
と
す
る
が
、

「
張
楚
」
の
紀
年
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
皇
巾
書
で
は
、

」
れ
は

『
史
記
』
の
秦
楚
之
際
月
表
の
よ
う
に
楚
王
・
項
氏
を
紀
年
と
す



る
覗
貼
は
な
い
。
そ
し
て
翌
年
か
ら
漢
元
年
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
吊
書
は
秦

・
漢
紀
年
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
さ
ら
に
注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
漢
(
高
租
)
元
年
・

孝
恵
一帝一
元
年
の
あ
と
に
、

コ
両
皇
后
元
」
と
あ
り
八
年
ま
で
の
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
目
后
が
、
少
一帝一
の
政
治
を
代
行
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
貫
際
に
王
者
の
紀
年
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
陵
す
る
も
の
で
あ
り
、

(

お

)

江
陵
張
家
山
漢
筒
『
暦
譜
』
と
も
共
通
す
る
表
記
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
鳥
書
「
五
星
占
」

は
、
秦
紀
年
が
『
史
記
』

に
み
え
る
秦
楚
紀
年
よ

り
簡
略
で
、
漢
紀
年
は

『
史
記
』

の
匿
分
と
等
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
漢
初
の
長
沙
園
で
は
、
司
馬
蓮
が
使
用
し
た
紀
年
と
は
や
や

異
な
る
紀
年
資
料
の
存
在
、
が
う
か
が
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
秦

・
漢
に
お
い
て
も
、

『
史
記
』

の
表
記
と
は
別
の
紀
年
資
料
が
存
在
し
て
お

り
、
司
馬
遜
は
先
速
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
紀
年
資
料
を
選
揮
し
て
利
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る。

要
す
る
に
、
戦
固
か
ら
秦
・
漢
時
代
に
か
け
て
、
各
園
に
は
異
な
る
暦
法
の
複
数
紀
年
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
司
馬
遜
は
、
漢
代
ま

で
残
存
し
て
い
た
「
秦
記
」
と
、
越
紀
年
の一

部
、
秦
楚
紀
年
、

漢
紀
年
を
採
用
し
た
が
、
反
射
に
今
日
ま
で
に
護
見
さ
れ
た
戦
園
時
代
の
貌

紀
年
・
楚
紀
年
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
司
馬
遁
は
、

楚
漢
の
際
で
は
楚
紀
年
が
秦

・
漢
紀
年

〈ぬ
〕

戟
闘
期
の
世
家

・
列
停
で
は
各
園
暦
法
を
区
別
し
て
い
な
い
と
お
も
わ
れ
る。

そ
し
て
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と
異
な
る
暦
法
を
も
つ
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

『
史

記
』
秦
楚
之
際
月
表
に
み
え
る
楚
王
・
項
羽
紀
年
は
、
戦
圏
諸
園
に
お
け
る
紀
年
資
料
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
楚
紀
年
と
同
じ
暦
法
に
よ
る
も

(

州

制

)

の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
司
馬
遜
は
、
限
定
さ
れ
た
資
料
か
ら
嘗
時
の
紀
年
を
復
元
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
的
な
錯
誤
を
も

っ
て
、
紀
年

を
重
覗
し
慎
重
に
配
列
し
よ
う
と
し
た
努
力
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
司
馬
遜
が
紀
年

・
記
事
の
錯
誤

(
日
叫
)

を
知
り
な
が
ら
、

あ
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は、

今
日
の
歴
史
思
想
と
は
異
な

っ
て
、
可
馬
遁
は

完
全
に
精
密
な
歴
史
書
を
書
く
こ
と
が
最
終
目
的
で
は
な
く

ほ
か
に
大
き
な
著
述
意
園
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ

る。

187 
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四

『
史
記
』
に
み
え
る
楚

・
漢
の
歴
史
評
債

主
鐙
と
し
、

こ
れ
ま
で
『
史
記
』
項
羽
本
紀
で
は
漢
高
組
が
主
盟
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
に
劃
し
て
、
秦
楚
之
際
月
表
で
は
か
え
っ
て
楚
王

・
項
羽
を

そ
れ
は
職
園
楚
と
同
じ
く
正
月
歳
首
の
紀
年
を
も
つ

こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
政
治
欣
況
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
背
景
に

も
と
づ
き
、

ま
た
項
羽
を
本
紀
と
し
た
編
集
意
聞
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
楚

・
漢
の
際
に
お
け
る
司
馬
濯
の
歴
史
評
慣
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

最
初
に
問
題
と
な
る
の
は

な
ぜ
項
羽
が
楚
紀
年
を
縫
承
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
れ
に

つ
い
て

ま
ず
秦
二
世
元
年

(
前
二

O

そ
こ
で
は
項
梁
が
舎
稽
守
、
項
羽
が
稗
時
間
と
な
り
、
そ
の
下
に
校
尉
候
l
司
馬
|
精
兵
八
千
人
の

(

必

)

機
構
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
秦
代
郡
勝
制
下
で
の
機
構
を
示
し
て
い
る。

と
こ
ろ
が
二
世
二
年
に
項
梁
が
楚
懐
王
を
立
て
、
好
台
に
都
し
た
と
き

九
〉
九
月
の
反
凱
時
の
構
成
を
み
る
と

に
は
、
陳
嬰
を
楚
上
柱
固
と
し
、
項
梁
を
武
信
君
と
し
て
い
る。

ま
た
同
年
に
、

楚
懐
王
が
彰
城
に
遷
都
し
て
か
ら
の
機
構
は
、
目
青
|
令
苛
ノ
、
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日
臣
|
司
徒
、

宋
義
|
上
将
軍
、

項
羽
|
次
賂
(
魯
公
〉
、

活
増
|
末
将
で
あ
り
、

こ
の
と
き
油
公
は
楚
王
の
編
成
に
属
し
湯
郡
長
ハ
武
安
侯
〉

と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
項
羽
は
、
す
ぐ
に
宋
義
に
代
わ

っ
て
上
将
軍
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
情
勢
で
は
、
楚
は
懐
王
が
即
位
し
た
と

(
円
相

)

そ
れ
は
楚
の
名
稽
に
も
と
づ
く
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
背
景

き
か
ら
、
令
罪
・
司
徒

・
上
賂
軍
以
下
の
園
家
機
構
を
も
ち
、

を
探
る
と
、
こ
の
よ
う
な
瞳
制
は
こ
の
と
き
が
最
初
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
の
二
十
三
年
僚
に
よ
れ
ば
、
蕎
春
に
遜
都
し
た
楚
が
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
項
梁
の
父

・
項
燕
が
昌
平
君
を

(

μ
制
〉

立
て
て
刑
王
と
し
た
が
、
翌
年
に
秦
軍
に
破
ら
れ
て
昌
卒
君
は
死
亡
し
、
項
燕
が
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
昌
卒
君

(
必

)

は
、
か
つ
て
秦
の
相
園
で
あ
り
、
秦
に
留
め
ら
れ
た
楚
懐
王
の
子
あ
る
い
は
楚
公
子
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
六
園
年
表

・
項

(必
〉

羽
本
紀
で
は
、
秦
始
皇
本
紀
の
記
述
と
相
違
し
て
項
燕
は
秦
絡
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
楚
王
室
に
つ
な
が
る
人
物
と
、

楚
賂

・
項

燕
に
よ
る
瞳
制
は
、
す
で
に
戦
園
末
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
秦
末
の
陳
渉

・
呉
贋
が
反
観
賞
-初
、
殺
さ
れ
た
秦
公
子
・
扶
蘇
と
と
も
に



「
項
燕
」
の
名
を
借
り
よ
う
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

(円む

そ
の
影
響
力
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
楚
懐
王
の
系
譜
を
ひ
く
人
物
と
、
楚

持
・
項
燕
の
子
で
あ
る
項
梁
の
瞳
制
は
、
そ
の
影
響
力
と
寅
質
か
ら
み
て
も
、
単
な
る
反
範
箪
と
い
う
性
格
を
越
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
組
問
〉

そ
し
て
園
競
・
王
競
を
稽
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
園
家
機
構
・
暦
法
の
制
定
が
と
も
な
う
こ
と
が
議
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

「
楚
は
三
戸
と
離
も
、
秦
を
亡
ぼ
す
は
必
ず
や
楚
な
ら
ん
」
と
い
う
預
言
を
受
け
て
項
梁
が
楚
懐
王
を
立
て
、

秦
と
異
な
る
楚
紀
年
を
縫

ば承
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
黙
で
は
、
浦
公
は
楚
王
の
も
と
に
あ
り
、
濁
自
の
紀
年
を
も
た
な
い
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。

だ
か
ら
秦
楚
之
際
月
表
で
は
、
こ
の
時
期
の
事
件
が
楚
に
闘
す
る
事
件
で
示
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
秦
滅
亡
後
は
、

ま
ず
浦
公
は
秦
二
世
三
年
(
前
二

O
七
〉
の
王
子
嬰
の
と
き
威
陽
に
入
り
、

そ
こ
で
秦
の
律

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

〈

必

)

令
・
圃
書
を
獲
得
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
浦
公
は
、
楚
人
で
あ
り
な
が
ら
、

秦
の
資
料
に
よ
っ
て
初
め
て
園
家
機
構

・
暦
法
を
得
る

し
か
し
項
羽
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
楚
義
一
帝一
を
纏
承
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
戦
園
楚
の
盟
制
を
引

こ
と
が
で
き
た
と
お
も
わ
れ
る
。
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き
縫
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
高
粗
は
秦
の
十
月
歳
首
を
継
承
し
、
項
羽
は
楚
の
正
月
歳
首
を
継
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
ほ
か
江
陵
張
家
山
漢
衡
に
よ
れ
ば
、
漢
王
朝
成
立
後
の
六
年
〈
前
二

O
一
〉
に
楚
爵
を
漢
爵
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
問
題
と
な

っ
て
お

(

印

)

り
、
暦
法
だ
け
で
な
く
霞
制
に
お
い
て
も
楚
の
時
代
が
存
在
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
ろ
に
秦
楚
之
際
月
表
の
背
景
を
み
る
と
、
項
羽
が
戦
園
楚
の
機
構
・
紀
年
を
纏
承
す
る
こ
と
は
、
特
殊
な
朕
況
で
は
な
い
こ
と
が
う

か
が
え
よ
う
。
む
し
ろ
嘗
時
と
し
て
は
楚
の
勢
力
が
主
瞳
と
な
っ
て
機
能
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
司
馬
蓮
は
、

王
者
の
紀
年
を
も
っ
項
羽
を

月
表
の
中
心
に
置
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
あ
ら
た
め
て
『
史
記
』
項
羽
本
紀
・
秦
楚
之
際
月
表
の
編
集
意
圃
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
司
馬
遁
の
論
賛
に
、
以

下
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
。

-
太
史
公
日
く
、
吾
れ
之
を
周
生
に
聞
い
て
日
く
、
舜
の
目
蓋
し
重
瞳
子
な
り
と
。
叉
た
聞
く
、
項
羽
も
亦
た
重
瞳
子
な
り
と
。
羽
は
豊
に

189 

其
の
苗
笥
な
ら
ん
か
。
何
ぞ
興
る
こ
と
の
暴
な
る
や
。
夫
れ
秦
其
の
政
を
失
い
、
陳
渉
難
を
首
め
、

豪
傑
謹
起
し
、
相
い
興
に
並
び
争
う
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も
の
、
数
う
る
に
勝
う
可
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
羽
尺
寸
を
有
つ
に
非
ず
し
て
、
執
い
に
乗
じ
臨
畝
の
中
よ
り
起
こ
る
。
三
年
に
し
て
、
途

に
五
諸
侯
を
勝
い
て
秦
を
滅
ぼ
す
。
天
下
を
分
裂
し
、
市
し
て
王
侯
を
封
ず
。
政
は
羽
由
り
出
で
、

競
し
て
覇
王
と
信
用
す
。
位
修
ら
ざ
る

と
雌
も
、
近
古
以
来
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
。
羽
の
闘
を
背
に
し
楚
を
懐
か
し
み
、
義
一
帝
を
放
逐
し
て
自
立
す
る
に
及
ん
で
、

諸
侯
の

己
に
疲
す
る
を
怨
む
は
難
し
。
自
ら
功
伐
に
狩
り
、
其
の
私
智
を
奮
い
て
、
古
を
師
と
せ
ず
。
覇
王
の
業
を
謂
い
、
力
征
を
以
て
天
下
を

経
営
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

五
年
に
し
て
卒
に
其
の
園
を
亡
ぼ
す
。
身
は
東
城
に
死
し
て
、

向
お
費
寝
せ
ず
し
て
自
ら
責
め
ざ
る
は
過
て

り
。
乃
ち
天
我
を
亡
ぼ
し
、
用
兵
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
を
引
く。

量
に
謬
ら
ず
や。

(項
宿
本
紀
、

大
史
公
臼
)

2
泰
、
其
の
道
を
失
い
、
豪
傑
並
び
擾
る
。
項
梁
之
を
業
め
、
項
溺
之
を
接
ぐ
。
慶
を
殺
し
越
を
救
い
、
諸
侯
之
を
立
つ
。
嬰
を
訴
し
優
に

背
き
、
天
下
之
を
非
と
す
。
項
羽
本
紀
第
七
を
作
る
。

(
太
史
公
自
序
)

3
秦
既
に
暴
虐
に
し
て
、
楚
人
難
を
設
す
。
項
氏
逢
に
鈍
し
て
、

漢
乃
ち
義
を
扶
け
て
征
伐
す
。
八
年
の
問
、

天
下
三
た
び
燈
り
、
事
繁
く

受
衆
し
。
故
に
詳
ら
か
に
秦
楚
之
際
月
表
第
四
を
著
わ
す
。

ハ
太
史
公
自
序
)
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こ
こ
で
は
項
羽
蜂
起
の
背
景
と
し
て
、

ま
ず
「
秦
が
其
の
道
を
失
う
」
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

」れ
に
は
少
し
説
明
が
必

要
で
あ
る
。

す
で
に
『
史
記
』
戦
園
史
料
の
考
察
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
司
馬
遜
は
戦
園
時
代
に
お
け
る
秦
の
統
一
を
天
命
に
よ
る
と
み
な
し
て
お
り
、

(

日

)

だ
か
ら
親
王
が
信
陵
君
の
よ
う
な
人
物
を
任
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
滅
亡
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

『
史
記
』
秦
本

市己

秦
始
皇
本
紀
の
位
置
づ
け
に
か
か
わ
る
現
貼
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
秦
は
、

始
皇
帝
が
天
下
を
統

一
し
た
の
ち
、

二
世
皇
帝
の
と
き
そ
の

「道
」
を
失
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
硯
貼
は
、

『
史
記
』
項
羽
本
紀
に
、

秦
二
世
元
年
七
月
、
陳
渉
等
大
津
中
よ
り
起
る
。
其
の
九
月
、
舎
稽
守
の
通
、
梁
に
謂
い
て
日
く
、
江
西
皆
な
反
せ
り
。
此
れ
も
亦
た
天

秦
を
亡
ぼ
す
の
時
な
り
。

〈
回
)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
司
馬
遜
は
、

二
世
皇

一一帝
の
滅
亡
を
天
命
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。



と
こ
ろ
が
月
衰
の
論
賛
に
よ
れ
ば
、
今
度
は
秦
が
失
っ
た
天
命
は
、
項
氏
・
漢
家
に
め
ま
ぐ
る
し
く
移

っ
て
ゆ
く
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

(

臼

〉

と
同
じ
評
債
は
、
『
史
記
』
月
表
の
序
文
や
天
官
書
な
ど
に
も
み
え
て
い
る
。
そ
の
と
き
注
意
さ
れ
る
の
は
、

項
羽
が
舜
と
同
じ
天
分
を
も
っ

人
物
と
し
、
ま
た
越
を
救
い
、
諸
侯
を
封
じ
天
下
に
競
令
し
た
こ
と
が
評
債
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
項
羽
も
天
命
を
失

っ
て
ゆ

秦
滅
亡
後
に
、
①
秦
威
陽
を
占
領
し
秦
王
子
嬰
を
殺
し
な
が

そ
の
き
っ
か
け
は
、

項
羽
本
紀
の
論
賛
・
太
史
公
自
序
を
総
合
す
れ
ば
、

くら
、
開
中
を
本
援
地
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
②
義
一
帝
を
放
逐
し
て
殺
し
た
こ
と
、

の
二
貼
が
あ
げ
ら
れ
る
。

い
ま
こ
れ
ら
の
評
債
は
、
項
羽
本
紀
の
構
成
と
比
べ
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
封
鷹
じ
て
い
る
。
ま
ず
項
羽
が
越
を
救
い
、
天
下
に
描
訓
令
す
る

こ
と
は
、
本
文
に
詳
し
い
事
件
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
項
羽
の
登
場
と
功
績
を
述
べ

る
部
分
に
あ
た
る。

と
こ
ろ
が
つ
ぎ
に
滅
亡
へ

の
段
階
と
し
て
は
、

た
し
か
に
①
秦
王
子
嬰
を
殺
し
宮
室
を
焼
い
た
あ
と
、
あ
る
人
の
諌
め
を
聞
か
ず
開
中
を
捨
て
る
記
事
が
あ
る
。
ま
た
漢

元
年
に
は
、
②
義
帝
を
放
逐
し
て
殺
し
た
こ
と
や
、
韓
・
湾
な
ど
へ
の
暴
虐
が
記
さ
れ
て
お
り
、
論
賛
の
評
債
と
一
致
し
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
活
培
の
三
度
に
わ
た
る
進
言
で
あ
る
。

つ
ま
り
活
増
の
第
一

の
進
言
〈
A
)
は、

項
梁
に
楚
懐
王
を
擁
立
さ
せ
る

- 51"':'・

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
寅
行
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
の
進
言
(

B

)

は
、
鴻
門
の
舎
の
際
に
浦
公
を
撃
つ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
果
た
さ

れ
ず
輔
換
期
と
な
っ
て
い
る
。
そ
L
て
第
三
(C
〉
は
、
彰
城
の
戦
い
の
あ
と
漢
三
年
に
紫
陽
で
和
議
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ
ら
た
め
て
漢

王
を
撃
つ
こ
と
を
進
言
す
る
が
、
こ
れ
は
陳
卒
の
謀
り
に
よ
っ
て
沼
増
が
疑
わ
れ
死
に
い
た
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
だ
が

っ
て
こ
こ
で
は、

項
羽
が
天
下
に
競
令
す
る
前
後
に
、
諌
言
を
聞
か
ず
謹
言
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
て
お
り
、

漢
王
が
陳
卒
の
進
言
(
D
〉
を
聴
く
こ

(

臼

〉

と
と
は
劃
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
項
初
本
紀
で
は
、
論
賛
の
評
慣
に
封
麿
す
る
よ
う
な
記
述
が
選
揮
・
配
列
し
て
あ
り
、
と
く
に
滅
亡

へ

(

日

)

の
要
因
を
項
羽
の
行
震
に
見
出
す
覗
黙
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

ー
こ
の
親
貼
か
ら
す
れ
ば
、
項
羽
本
紀
の
最
後
の
評
債
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
項
羽
本
紀
の
末
尾
に
は
、

咳
下
の
戦
い
に
際
し
て

「此
れ

天
の
我
を
亡
ぼ
す
な
り
、
戦
い
の
罪
に
は
非
さ
る
な
り
」
と
い
い
、
こ
の
運
命
は
天
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
用
兵
能
力
の
せ
い
で
は
な
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い
と
す
る
記
述
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
司
馬
遁
は
論
賛
で
、
こ
の
よ
グ
な
停
え
に
劃
し
て
、
開
中
を
捨
て
義
一
帝
を
殺
し
た
過
ち
ゃ
‘

い
に
し
え
を
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師
と
せ
ず
自
分
の
過
ち
を
悟
ら
な
い
の
は
、
天
命
の
せ
い
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

置
づ
け
る
と
き
天
の
事
象

・
致
言
な
ど
を
た
く
み
に
配
列
し
な
が
ら
、

つ
ま
り
こ
こ
か
ら
は
、
司
馬
遜
が
地
上
の
事
件
を
位

一
方
的
に
天
が
決
定
す
る
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
事
績
に
か
か
わ
る
資
料
を
絞
述
し
て
い
る
と
お
も
わ

(
白
山

)

れ
る
。
こ
こ
に
『
史
記
』
成
立
に
関
し
て
、
著
名
な
「
天
人
の
際
」
を
究
め
る
と
い
う
思
想
が
想
起
で
き
よ
う
。

し
た
が

っ
て
天
命
に
は、

そ
れ
に
呼
躍
す
る
項
羽
の
行
魚
が
あ
る
の
で
あ
り、

以
上
、

『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
構
成
を
み
る
と
、
秦
滅
亡
以
降
は
漢
紀
年
で
表
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

全
睦
と
し
て
は
項
羽
に
秦
の
天
命
を

縫
ぐ
人
物
と
い
う
評
債
を
み
と
め
、

し
か
も
項
羽
自
身
の
行
信
用
に
よ

っ
て
滅
亡
に
至
る
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
と
剣
断
で
き
る
。
そ
し
て
こ

の
評
債
は
、
秦
楚
之
際
月
表
で
楚
紀
年
を
中
心
と
す
る
構
成
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
項
湯
本
紀

・
月
表
の
編
集
意一
圃
は
、

王
者
の
紀
年

を
も
っ
楚
王
と
、

そ
れ
を
縫
承
し
た
項
羽
を
あ
わ
せ
て
秦
・
漢
を
つ
な
ぐ
時
代
と
し
、

そ
の
興
亡
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

とそ
おし
もて
わ磨
れ法
る・
の制
で度
あ(な
る57ど
。)の

諸
貼
ヵ、
ら
み

れ
』主

た
し
か
に
楚
の
時
代
と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
、

そ
れ
は
漢
初
の
睦
制
に
ま
で
影
響
し
た

要
す
る
に
、
『
史
記
』
項
初
本
紀
は
従
来
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

著
作
の
瞳
例
に
あ
わ
な
い

一
篇
で
は
な
く
、

む
し
ろ
王
者
の
紀
年
を
重
視
し
、

- 52ー

天
命
と
地
上
の
行
震
の
閥
連
を
原
理
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
太
史
令
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
紀
に
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同

じ
考
え
は
、
高
祖
の
死
後
、
恵
一
一帝
を
縫
承
し
た
目
后
が
王
者
の
紀
年
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
あ
わ
せ
て
目
后
本
紀

一
篇
と
し
た
歴
史
評
債
と
共
通

(

団

)

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
の
構
成
分
析
は
、
司
馬
遜
の
歴
史
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、

ま
た
そ
の
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
じ
た

歴
史
理
解
の
限
界
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

本
稿
で
は
、

『
史
記
』
項
羽
本
紀
と
秦
楚
之
際
月
表
の
構
成
を
分
析
し
、

そ
こ
で
は
一
貫
し
て
楚
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
す
な
わ
ち
月
表
は
、
従
来
い
わ
れ
る
よ
う
に
秦

・
漢
紀
年
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
、
全
腫
は
楚
王

・
項
羽
の
紀
年
資
料
を
各
欄
に
分



散
し
た
形
式
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
秦
楚
の
際
の
楚
紀
年
は
、
漢
紀
年
の
十
月
歳
首
と
は
異
な
り
、
戦
園
楚
の
正
月
歳
首
を
縫
承

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
背
景
は
、

嘗
初
か
ら
項
梁

・
項
羽
が
楚
懐
王
を
立
て
て
楚
園
を
復
興
す
る
と
い
う
園

家
瞳
制
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
嘗
時
の
浦
公
は
、
楚
の
配
下
に
あ
る
時
期
か
ら
秦
の
開
中
を
掌
握
す
る
ま
で
、
濁
自
の
園
家

睦
制
と
暦
法
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
秦
の
律
令
聞
書
を
牧
め
て
-
初
め
て
園
家
機
構
と
紀
年
を
整
備
で
き
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
漢

高
租
は
楚
人
で
あ
り
な
が
ら
、
秦
の
園
家
機
構
と
紀
年
を
採
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
反
射
に
項
羽
は
一
貫
し
て
楚
の
園
家
韓
制
を

保
持
し
、
賓
際
に
楚
の
時
代
が
存
在
し
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

司
馬
遜
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
獲
化
を
著
わ
す
と
き
、
戦
闘
・

秦
漢
時
代
の
限
ら
れ
た
紀
年
資
料
を
利
用
し
な
が
ら
、
今
日
で
い
う
塵
史
思

想
と
は
や
や
異
な
っ
て
、
天
の
事
象
と
か
か
わ
る
興
亡
の
原
理
を
示
そ
う
と
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
念
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

天
命
に
よ
る
位
置
づ
け
を
説
明
し
、
王
者
の
紀
年
を
も
っ
秦
を
本
紀
と
し
、
ま
た
楚
懐
王
の
紀
年
を
縫
承
し
た
項
羽
や
、
恵
一
帝
を
つ
い
だ
漢
紀

こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
項
羽
本
紀
な
ど
の
構
成
分
析
を
通
じ
て
、
本
紀
全
韓
の
配
列
を
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
古
今
の
興
亡
の
原
理
を
明
ら

- 53ー

年
を
も
っ
口
口
后
を
あ
わ
せ
て
本
紀
と
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
嘗
然
と
い
え
よ
う
。

か
に
す
る
と
い
ラ
手
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
王
室
に
お
け
る
太
史
令
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
、
こ
こ
に
は
さ
ら
に
成
功

(
印
)

と
失
敗
の
事
例
か
ら
数
訓
を
事
ぶ
と
い
う
思
想
が
見
出
せ
る
。

つ
ま
り
『
史
記
』
は
嘗
初
、

「
天
人
の
際
」

「
古
今
の
饗
」
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
太
史
令
に
か
か
わ
る
著
作
意
園
を
も
つ
た
め
、
後
世
の
歴
史
評
債
と
は
異
な
る
覗
黙
で
絞
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
か

(

印

)

ら
み
れ
ぽ
、
そ
の
著
作
は
ま
さ
し
く
歴
史
書
の
要
素
を
備
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
『
史
記
』
は
、
歴
史
史
料
と
し
て
や
や
注
意
を
必
要
と
す
る

が
、
そ
の
材
料
と
な
る
諸
資
料
の
性
格
を
認
識
す
れ
ば
、
秦
末
か
ら
楚
・
漢
の
際
に
お
け
る
歴
史
像
が
あ
ら
た
に
復
元
で
き
る
と
考
え
る
。
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詰〈

1
)

そ
の
一
例
は
、
索
隠
に
「
斯
亦
不
可
稽
本
紀
。
宜
降
篤
世
家
」
と

あ
り
、
世
家
に
す
べ
き
と
い
う
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
=
二
は
陳
勝
項
籍

俸
と
し
、
唐

・
劉
知
幾
も
「
項
王
宜
俸
」
と
い
う
。
反
制
到
に
曾
注
考
査

は
、
張
照
・
寝
間
且
尽
ら
の
よ
う
に
、
天
下
に
貌
令
す
る
こ
と
と
、
秦
・
漢
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の
。接
績
を
表
わ
す
時
代
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
本
紀
で
良
い
と
す
る
設

を
引
く
。
こ
れ
ら
の
諸
設
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
徳
男
「
『
史
記
』
本
紀

の
構
成
」
(
『東
北
大
製
品
欽
養
部
紀
要
』

一
五
、
一
九
七
二
〉
参
照
。

な
お
楊
燕
起

・
陳
可
育

・
頼
長
揚
編
『
歴
代
名
家
評
史
記
』
(
北
京
師

範
大
畢
出
版
社
、
一
九
八
六
〉
は
、
後
世
の
評
債
を
牧
録
し
て
お
り
便

利
で
あ
る
。

(

2

)

武
田
泰
淳
『
司
馬
遜
|
史
記
の
世
界
』
(
日
本
評
論
祉
、
一
九
四

三
)
、
宮
崎
市
定
『
史
記
を
語
る
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
七
九
)
な
ど

は
、
雨
者
封
立
の
親
貼
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
宮
崎
市
定
「
身
振
り

と
文
皐
|
史
記
成
立
の
一
試
論
」
(
一
九
六
五
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全

集
』
第
五
所
牧
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
一
)
は
、
鴻
門
の
舎
の
部
分
が

市
場
で
上
演
さ
れ
た
諮
り
物
に
も
と
づ
く
と
し
、
上
回
早
苗
「
核
下
の

戦
|

『
史
記
』
に
お
け
る
説
話
の
一
勧
」
(
「
奈
良
女
子
大
察
研
究
年

報
』
二
七
、
一
九
八
四
)
は
設
話
と
し
て
構
成
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

こ
れ
ま
で
『
史
記
』
『
漢
書
』
と
の
相
違
慰
は
、
字
句
や
叙
述
の
方

法
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
り
、
近
年
で
は
奥
一幅
助
『
史
漢
関
係
』
(
文

t

史
哲
出
版
社
、
一
九
七
五
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

l
j線
部
分
が

項
弱
本
紀
濁
自
の
評
債
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

〈

4
)

『
史
記
』
高
祖
本
紀
で
は
大
学
を
「
項
弱
」
と
し
、
一
部
に

「項

王
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
や
項
籍
項
朝
刊
項
王
と
い

う
区
分
は
、
さ
ら
に
材
料
に
も
と
づ
く
も
の
か
、
司
馬
濯
の
編
集
か
、

後
世
の
修
正
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。

(

5

)

『
漢
書
』
径
六
二
司
馬
遜
俸
の
論
賛
に
、

故
司
馬
遜
鎌
左
氏
・
園
語
。
采
世
本
・
戦
闘
策
。
述
楚
漢
春
秋
。

接
其
後
事
。
詑
子
大
漢
。
其
言
秦
漢
詳
失
。

(

6

)

『漢
書』

套
文
士
ゅ
の
六
萎
略
・
春
私
家
に
『
春
秋
左
氏
惇
』

『
園
語

二
十
一
篇
』
『
新
園
語
五
十
四
篇
』

『
世
本
十
五
篇
』
『
戟
園
策
三
十

一一一筋
』
『
奏
事
二
十
筋
』
に
つ
づ
い
て
、

「楚
漢
春
私
九
億
胴
。
陸
賀
所

記
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
籍
は
班
固
も
見
た
可
能
性
が
あ
る
。

(

7

)

『
史
記
』
項
宿
本
紀
に
、
「
此
云
盛
岡
王
羽
所
殺
。
輿
楚
漢
春
秩
問
」

(
索
隠
〉
、

「楚
淡
春
秋
目
。
曾
稽
俵
守
段
通
」
(集
解
)
、
「
楚
漢
春

秋
云
。
東
陽
獄
史
陳
嬰
」
(
正
義
)
、

「
演
目
。
楚
漢
春
秋
頒
姓
也
」

(
集
解
)
、

「楚
淡
春
秋
・
楊
氏
法
言
云。

説
者
是
奈
生
」
(
集
解
)、

「楚
漢
春
秩
云
。

上
欲
封
之
。
乃
肯
見
。
日
。

此
天
下
之
熊
土
。
所
居

傾
図
。
故
鋭
日
卒
図
君
」
(
正
義
)
、

「楚
漢
春
紋
云
。
歌
目
。

漢
兵

己
略
地
。
四
方
楚
歌
態
。
大
王
意
気
輩
。
賎
妾
何
柳
生
」
(
正
義
)
と

あ
る
。
こ
の
ほ
か
高
租
本
紀
に

《
楚
漢
》
の
注
鰐
が
ニ
傑
あ
り
、

高
租

《楚
漢
》
と
表
示
し
た
。
こ
れ
に
封
態
す
る
項
沼
本
紀
は
、

記
事
の
つ

な
ぎ
の
部
分
で
あ
り
直
接
的
に
出
典
と
は
な
ら
な
い
。

(

8

)

『
楚
漢
春
秋
』
仲
伏
文
に
は
、
清

・
那
洋
林
の
橋
本
(
十
種
古
逸
書
)

な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
他
の
諸
篇
と
あ
わ
せ
て
停
本
の
形
式
・

内
容
な
ど
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
項
羽
本
紀
の
う
ち
注
緯
の
あ

る
箇
所
は

一
部
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
も
『
楚
漢
春
秩
』
に
依
接
し
た

記
述
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
9
〉
こ
の
部
分
は
、

項
菊
・

高
租
を
封
比
し
た
資
料
の
存
在
を
想
定
さ
せ

る
。
こ
の
ほ
か
『
史
記
』
高
租
本
紀
に
は
、
劉
邦
の
人
柄
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
雲
気
に
関
す
る
設

話
形
式
の
叙
述
と
な
っ
て
い
る。

(
叩
〉
本
稿
で
は
、
紀
年
に
簡
略
な
事
件
・

大
事
を
記
す
形
式
を
「
紀
年
資

料
」
と
し
、
濁
立
し
た
記
事
の
形
式
を
「
記
事
資
料
」
と
す
る
。
た
だ
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し
記
事
資
料
で
は
、
戟
園
故
事
の
書
信
・
奏
言
形
式
の
故
事
の
よ
う

に
、
歴
史
背
景
を
も
ち
比
較
的
信
頼
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
資
料
を

「
故
事
」
と
し
、
明
ら
か
に
書
信
・
奏
言
形
式
で
は
な
く
、
い
く
つ
か

の
話
を
要
約
し
て
話
と
す
る
形
式
を
「
説
話
」
と
し
て
お
き
た
い
。
こ

こ
で
は
さ
ら
に
記
事
資
料
の
な
か
で
も
、

書
信
・
奏
言
と
は
異
な
る
形

式
の
た
め
、
か
り
に
記
録
形
式
と
し
て
区
別
し
て
お
く
。
こ
の
よ
う
な

形
式
の
匡
分
は
、
概
略
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
り
、
佐
藤
武
敏
監
修
、

早
苗
良
雄
・
工
藤
元
男
・
藤
田
勝
久
誇
注
『
馬
玉
堆
由
巾
書
・
殿
園
縦
横

家
書
』
〈
朋
友
書
広
、
一
九
九
三
〉
の
分
析
が
一
根
嬢
と
な
っ
て
い
る
。

〈
日
)
こ
の
と
き
月
に
は
矛
盾
す
る
内
容
が
あ
り
、
あ
る
い
は
錯
簡
の
可
能

性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
ロ
)
『
史
記
』
回
戦
園
史
資
料
に
関
す
る
拙
稿
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
『
史
記
』
秦
本
紀
の
史
料
的
性
格
」
(『愛
媛
大
四
月
子
数
養
部
紀
要
』
二

四
、
一
九
九
一
〉

「
『
史
記
』
越
世
家
の
史
料
的
性
格
」
(『愛
媛
大
息
数
養
部
紀
要
』一
一

二
、
一
九
八
九
)

「
『
史
記
』
韓
世
家
の
史
料
的
考
察
」
(『愛
媛
大
皐
教
養
部
紀
要
』
一
一

て
一
九
八
八
〉

「
『
史
記
』
貌
世
家
の
史
料
的
考
察
」
(『愛
媛
大
皐
教
養
部
紀
要
』
一

一

七
、
一
九
九
四
)

「『史
記
』
楚
世
家
の
史
料
的
考
察
」
〈
『愛
媛
大
皐
教
養
部
紀
要
』

-一

六
、
一
九
九
三
)

(
臼
〉
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
「
八
年
之
問
。
天
下
三
鍾
。
事
繁
務
衆
。

故
詳
著
秦
楚
之
際
月
表
第
四
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
索
憾
に

「
張
曇

目
。
時
天
下
未
定
。
参
錯
寮
易
。
不
可
以
年
紀
。
故
列
其
月
。
今
案
。

秦
楚
之
際。

擾
痕
俗
世
器
。
運
数
又
促
。
故
以
月
紀
事
名
表
也」

と
あ
る

な
ど
、

短
期
間
で
繁
雑
な
た
め
に
月
表
と
し
た
と
い
う
設
は
、

司
馬
遜

の
論
賛
を
承
け
る
こ
と
に
な
る
。

(

H

)

在
越

・
徐
克
箔
補
「
譲
史
記
十
表
」
(『
二
十
五
史
補
編
』
第
一

mmv

〈
時
〉
伊
藤
徳
男

「
『
史
記
』
十
表
に
つ
い
て

(そ
の
2
〉」

〈『東
北
皐
院

大
皐
論
集
』

歴
史
皐

・
地
理
皐
二
二
、

一
九
九

O
、
の
ち
『
史
記
十
表

に
見
る
司
馬
濯
の
歴
史
観
』

所
枚、

卒
河
出
版
社
、
一
九
九
四
〉
。

(
時
〉
奥
非
「
楚
漢
脅
月
表
」
(『二
十
五
史
補
編
』
第
一

mm〉
、
図
像
慶

「設
張
楚
」
(
『
歴
史
研
究
』
一

九
八
九
|
二
期
、
の
ち
『
秦
漢
貌
菅

史
探
微
』
所
枚
、
中
華
書
局
、
一
九
九
三
)。

(
口
〉
銭
大
町

『廿
二
史
考
異
』
巻
二
史
記。

(
四
〉
拙
稿
「
『史
記
』
戟
園
紀
年
の
再
検
討
|
睡
虎
地
秦
衡

『
編
年
記
』

を
手
が
か
り
と
し
て
」
(『
愛
媛
大
準
教
養
部
紀
要
』
一

一O
、

一
九
八

七
可
同
「
『史
記
』
戦
園
紀
年
一

覧
表
」
補
記
(
大
阪
市
立
大
拳
『
中

園
史
研
究
』
九
、
一
九
八
八
)
な
ど
参
照
。

(四〉

『史
記
』
六
圏
年
表
に
お
い
て
も
、

天
の
事
象
は
基
本
的
に
秦
表
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
同
右
論
文
を
参
照
。

こ
の
と
き

一
見
す
る
と
、
項

羽
伺
の
方
に
記
載
が
多
い
が
、
こ
れ
は
蜂
起
し
た
月
を
数
え
て
い
る
こ
と

や、

懐
玉
が
項
羽
却
を
魯
に
封
じ
て
い
る
表
記
な
ど
か
ら
、
項羽伺
を
紀
年

の
主
値
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈初〉

『史
記
』
巻
二
六
暦
書
に、

「
漢
輿
。
高
祖
目
。
北
時
待
我
而
起。

亦
自
以
篤
獲
水
徳
之
瑞
。
雄
明
習
暦
及
張
蒼
等
。
成
以
篤
然
。
是
時
天

下
初
定
。
方
綱
紀
大
基
。

高
后
女
主
。
皆
朱
遣
。
故
襲
秦
正
朔
服
色
」

と
あ
る
。
ま
た
近
年
出
土
の
銀
雀
山
竹
筒
「
暦
譜
」
に
よ
っ

て、

漢
が

額
頭
磨
を
継
承
し
た
こ
と
が
検
註
さ
れ
て
い
る。

薮
内
清

『
増
補
改
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定
・
中
園
の
天
文
暦
法
』
(
卒
凡
社
、
一
九
九

O
)、
同
『
科
皐
史
か

ら
み
た
中
園
文
明
』
(
日
本
放
迭
出
版
協
舎
、
一
九
八
二
)

な
ど
参

照。

(
幻
)
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
秦
二
世
二
年
九
月
が
、
楚
懐
王
元
年
四
月

と
な
っ
て
い
る
わ
け
が
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
蛍
時
の
太
陰
太
陽
暦

で
は
、
そ
の
誤
差
を
調
節
す
る
た
め
に
、
三
年
に

一
度
「
閏
月
」
を
置

い
た
。
い
ま
月
表
で
は
二
世
二
年

「後
九
月
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ

こ
で
戟
園
楚
の
滅
亡
し
た
前
二
二
三
年
か
ら
秦
二
世
二
年
ま
で
に
は
、

本
来
な
ら
四
度

「閏
月
」
が
置
か
れ
た
は
ず
で
、
五
度
目
が
こ
の

「後

九
月
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
楚
を
復
興
し
た
と
き
、
も
し
年
数
だ
け
接

績
し
て
「
閏
月
」
を
計
算
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
秦
の
「
九
月
」
は

獲
の

「
四
月
」
に
な
る
。
し
か
し
懐
王
が
義
需
に
な
っ
た
こ
と
で
、
あ

ら
た
に
改
暦
し
、
そ
の
際
に
秦
暦
と
の
誤
差
を
修
正
し
た
と
想
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
項
羽
も
ま
た
、
改
暦
し
て
秦
暦
に
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た

が
、
閣
の
置
き
方
を
幾
え
た
た
め
に
、

義
-帝
・
漢
紀
年
と
見
か
け
上
の

月
差
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
讃
援
に
、
漢
は
二
年
末
に

「後

九
月
」
を
置
き
、
項
羽
剖
は
置
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
再
び
同
一

の
月
名

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
月
表
で
は
、
項
羽
の
欄
に
「
二
年
一
月
」
と
記

す
の
に
糾
問
し
て
、
漢
紀
年
に
は
「
二
年
」
の
表
記
が
な
い
。

(

n

)

こ
の
と
き
諸
侯
の
配
列
順
序
は
、
先
の
項
梁

・
項
沼
の
際
に
み
ら
れ

た
諸
侯
を
地
域
的
に
分
散
し
た
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

(
幻
)
い
ま
漢
元
年

・
義
脅
元
年
の
三
月
に
諸
侯
が
都
を
置
い
た
あ
と
、

そ

の
腹
立
を
除
く
記
事
を
み
れ
ば
、
お
よ
そ
関
連
記
事
は
漢
が
三
三
例、

楚
が
一
五
例
、
そ
の
他
が

一
一
二
例
と
な
る
。
た
だ
し
漢
記
事
の
多
く

は
、
漢
へ
の
鶴
岡
周
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
は
漢
へ
の
反
飢

を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
記
事
が
み
え
な
い
。
こ
の
う
ち
漢
へ
の
錦
厩
は

楚

・
漢
に
共
通
し
た
情
報
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
漢
の
み
を
主
鐙
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
但
)

『
史
記
』
秦
楚
之
際
月
表
の
序
文
に
、
太
史
公
が
「
秦
楚
之
際
」
を

讃
む
と
い
う
。
張
大
可
「
論
史
記
取
材
」

(
『
史
記
研
究
』
所
枚
、
甘

粛
人
民
出
版
社
、
一

九
八
五
)
で
は
、
こ
れ
を
漢
室
楢
案
の
書
籍
と
す

る
が
、
本
稿
の
考
設
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

「
秦
楚
紀
年
」
と
も
稽
す
べ

き
楚
の
資
料
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
註
(
U
X
M
)
の
拙
稿
に
よ
る。

(
お
)
『
史
記
』
六
園
年
表
序
文
。
「
秦
記
」

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲

「『
史
記
』
秦
本
紀
の
史
料
的
性
格
」
参
照
。

(
幻
)

『史
記
』
太
史
公
自
序
に
、
「
卒
=
一歳
。
而
濯
魚
太
史
令
。
紬
史
記

石
室
金
匿
之
書
」
と
あ
る
。
ま
た
顧
領
剛

「司
馬
談
作
史
」

(『史
林

雑
議
』
所
枚
、
中
筆
書
局
、

一
九
六
一ニ
〉
で
は
、
越
世
家

・
鴻
唐
俸
な

ど
は
、
司
馬
談
が
越
人
の
鴻
唐
か
ら
得
た
情
報
に
よ
る
と
推
測
し
て
い

る
。

(
お
)
拙
稿
前
掲
「
『
史
記
』
戟
園
紀
年
の
再
検
討」。

ま
た
『
史
記
』
燕
世

家

・
田
敬
仲
完
世
家
に

つ
い
て
は
、
別
に
検
討
す
る
務
定
で
あ
る
。

(
m
m
)

「
今
王
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
史
記
』
と
中
園
出
土
書

籍

」

(『
愛
媛
大
盤
半
数
養
部
紀
要
』
二
一
二
、
一
九
九

O
)
参
照
。

(
初
)
同
右。

(
但
〉
拙
稿
前
掲
「
『
史
記
』
戦
闘
紀
年
の
再
検
討
」
参
照
。

(

M

M

)

『
竹
書
紀
年
』
と
『
史
記
』
と
の
か
か
わ
り
は
、
細
稿
前
掲

「『
史
記
』

と
中
園
出
土
書
籍
」、
同

「
『
史
記
』
幾
世
家
の
史
料
的
考
察
」
参
照
。

(
お
〉
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
編

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』

(
文
物
出
版
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位
、
一
九
九

O
〉
「
篤
吏
之
道
」
引
く
貌
律、

同
右
「
『
史
記
』
幾
世

家
の
史
料
的
考
察
」
参
照
。

〈
川
品
)
王
紅
星
「
包
山
鱒
損
所
反
映
的
楚
園
暦
法
問
題
|
策
論
楚
暦
沿
革
」
、

劉
彬
徽
「
従
包
山
楚
簡
紀
時
材
料
論
及
楚
園
紀
年
輿
楚
暦
」

(以
上

『
包
山
楚
墓
』
所
枚
、
文
物
出
版
位
、
一
九
九
一
)
、
ま
た
拙
稿
前
掲

「
『
史
記
』
楚
世
家
の
史
料
的
考
察
」
参
照。

(
お
)
工
藤
元
男
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒

『
日
書
』
よ
り
見
た
法
と
習

俗
」
(
『
木
簡
研
究
』
一

O
、
一
九
八
八〉。

(
お
)
馬
主
堆
漢
墓
由
巾
書
整
理
小
組
「
《
五
星
占
》
附
表
鰐
文
」
(
『
文
物
』

一
九
七
四
|
一
一
期
)
、
中
園
枇
倉
科
拳
院
考
古
研
究
所
編
『
中
園
古

代
天
文
文
物
論
集
』
閣
版
(
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
)
、

停
翠
有
・

陳
松
長
編
『
馬
玉
堆
漢
墓
文
物
』
(
湖
南
出
版
祉
、
一
九
九
二
〉
、
薮

内
清
「
馬
王
堆
三
披
漢
墓
出
土
の
『
五
星
占
』
に
つ
い
て
」
(『小
野

勝
年
博
士
額
欝
記
念
東
方
皐
論
集
』
龍
谷
大
皐
東
洋
史
研
究
倉
、

一
九

八
三
〉
な
ど
。

(
釘
)
劉
乃
和
「
鳥
書
所
記

。
張
楚
。
閣
鋭
奥
西
漢
法
家
政
治
」

(
『文
物
』

一
九
七
五
|
五
期
)
、
田
徐
慶
前
掲
論
文
な
ど
。

(
お
)
張
家
山
漢
墓
竹
筒
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
簡
概
述
」
(『
文
物
』

一
九
八
五
|
一
期
〉
、
陳
鈎
・
閤
頻
「
江
陵
張
家
山
漢
墓
的
年
代
及
相

関
問
題
」
(『考
古
』
一
九
八
五
|
一一一
期〉。

(
ぬ
〉
こ
の
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
他
の
戦
闘
諸
園
に
糾
問
し
て
、

秦
が
い

つ
十
月
晶
鵬
首
に
縛
換
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
で
は
戟
圏
中

期
・
秦
統
一
時
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
暦
法
は
ま
っ
た
く
原

則
な
し
に
採
用
さ
れ
た
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
暦
法
の
採

用
は
王
者
の
原
理
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
改
定
も
ま
た
原
理

が
必
要
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
で
秦
紀
年
改
定
の
原
理
を
考
え
れ
ば
、

第

一
に
秦
が
王
践
を
稽
し
た
恵
文
王
の
時
期
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
秦
始

皇
帝
の
統
一
時
に
も
暦
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
仮
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を

卒
勢
隆
郎

「戦
闘
紀
年
再
構
成
に
関
す
る
試
論
|
績
」
〈
『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要』

一
二
三
、
一
九
九
四
〉
で
は
、
恵
文
王
期
の
稽
王
に
求

め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
斉
藤
園
治
・
小
津
賢
二
『
中
園
古
代
の
天
文
記

録
の
検
査
』
(
雄
山
閣
、
一
九
九
二
)
七
四
J
七
七
頁
で
は、

天
文
計

算
か
ら
昭
主
四
八
年
(
前
二
五
九
〉
以
前
は
十
月
歳
首
、
昭
主
四
九
年

(
前
二
五
八
)
以
降
は
正
月
歳
首
、
始
皇
帝
二
六
年
(
前
二
二
一
〉

は

再
び
十
月
晶鵬首
と
推
測
す
る
。
ま
た
工
藤
元
男
「
秦
の
皇一
帝
腕
と
帯
貌

を
め
ぐ
っ
て
」
〈
『
東
方
』

一
六一

、

一
九
九
四
〉
で
は
、
暦
法
の
縛

換
は
戦
圏
中
期
よ
り
や
や
遅
れ
て
、
昭
王
期
の
帯
抽
仰
を
稽
し
た
と
き
に

正
月
歳
首
か
ら
十
月
歳
首
へ
の
縛
換
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
秦
楚
之
際
月
表
の
事
例
を
み
れ
ば
、
楚
懐
王
が
王
銃
を
穣
し

た
と
き
月
名
を
出
演
え
て
い
る
が
、
正
月
歳
首
は
そ
の
ま
ま
と
し
、

義
喬一

と
な
っ
た
あ
と
も
月
名
を
獲
え
て
正
月
歳
首
と
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
を
類
推
と
す
れ
ば
、
融
制
園
秦
で
は
工
藤
氏
の
い
わ
れ
る
二
度

目
の
喬一
統
を
稽
す
る
時
期
に

「
十
月
歳
首
」
の
原
則
を
鍵
え
た
の
で
は

な
く
、
月
名
を
ず
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
月
改
正
の
措
置
は
、
四
分
暦
で
は
太
陰
太
陽
暦
の
ズ
レ
を
補
う
た

め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
が
特
別
の
時
に
一

緒
に
改
定
さ
れ
た
も
の
と

お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

天
文
象
的
な
考
察
で
は
秦
統

一
時
に
再
び
正
月
歳
首
に
戻
っ
た
よ
う
な
現
象
が
設
明
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
は
、
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(
必
)

『
漢
書
』
高
一一帯紀で
は
、

『
史
記
』

高
租
本
紀
を
継
承
し
て
漢
元
年
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を
十
月
品
鵬
首
と
し
な
が
ら
、
を
一
一
一
一
異
姓
諸
侯
王
表
で
は
淡
元
年
を
一

月
放
首
と
し
て
十
二
月
ま
で
つ
づ
け
、
「
二
年

一
月
」
と
記
し
て
そ
の

矛
盾
に
気
附
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
司
馬
濯
の
時
代
を
離
れ

て
、
車
需
漢
時
代
に
十
月
成
首
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
く
な
っ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。

(

H

U

)

た
と
え
ば
『
史
記
』
高
租
本
紀
の
楽
紀
年
は
概
略
と
し
て
、
紀
年
の

矛
盾
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
他
の
諸
篇
に
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
す
べ
て
が
司
馬
濯
の
編
集
ミ
ス
で
は
な
く
、
そ
れ
を
捨
象
し
た
事

績
の
位
置
づ
け
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

(
必
〉
『
史
記
』
項
朝
刊
本
紀
。
秦
末
諸
反
飢
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
戦
闘
・
秦
代
の
軍
事
編
成
」
(『
東
洋
史
研
究
』
四
六
俳
句
二
続
、

一

九
八
七
)
参
照
。

〈
必
)
葦
設
『
七
園
考
』
忠
信
一
楚
職
官
に
は
、
他
園
と
異
な
る
楚
の
官
職
な

ど
が
列
寧
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
湖
北
省
剤
沙
織
路
考
古
隊
『
包
山
楚

簡
』
包
山
二
鋭
楚
墓
開
腹
概
述
で
は
、
令
予

・
左
右
司
馬
・
大
司
敗
な

ど
を
は
じ
め
職
圏
中
期
の
楚
の
官
職
名
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な

る。

(

μ

岨
)
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
に
、

二
十
三
年
。
秦
王
復
召
玉
羽
。
彊
起
之
。
使
賂
脚
草
剤
。
取
陳
以
南

至
卒
輿
。
虜
剤
王
。
秦
王
湯
至
罫
陳
。
剤
賂
項
燕
立
日
目
一
伶
君
篤
剤

王
。
反
秦
於
准
雨
。
二
十
四
年
。
王
羽

・
蒙
武
攻
剤
。
破
剣
軍
。

畠
卒
君
死
。
項
燕
途
自
殺
。

(
必
)
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
よ
れ
ば
、
秦
王
が
呂
不
章
の
も
と
か
ら
親

政
を
行
な
う
き
っ
か
け
と
な
る
九
年
の
謬
毒
の
飢
の
と
き
、
昌
卒
君

・

昌
文
君
は
秦
の
相
園
と
し
て
威
陽
で
載
っ
て
い
る
。
ま
た
秦
簡

『
編
年

記
』
や
六
園
年
表
に
よ
る
と
、
韓
が
滅
ん
だ
あ
と
韓
王
は
移
さ
れ
、
そ

の
死
後
に
昌
卒
君
が
そ
の
地
を
承
け
、
や
が
て
反
臥
す
る
に
至
っ
て

い

る
。
こ
の
情
勢
の
考
歪
は
、
町
田
一
一
一
郎
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
第
二

章
「
統
一
の
思
想
」
六
八

l
七
三
頁
、
回
鈴
鹿
前
掲
論
文
な
ど
参
照
。

(日明)

『
史
一記
』
六
園
年
表
の
秦
表
二
十
三
年
僚
に
、
「
王
前
期

・
蒙
武
撃
破

楚
軍
。
殺
其
賂
項
燕
」
と
あ
る
。

(
幻
)
『
史
記
』
巻
四
八
隙
渉
世
家
の
二
世
元
年
七
月
係
、

陳
勝
の
言
に
、

項
燕
信
用
楚
絡
。
数
有
功
。
愛
士
卒
。

楚
人
憐
之
。
或
以
震
死
。
或

以
篤
亡
。
今
誠
以
吾
衆
詐
自
橋
公
子
扶
蘇

・
項
燕
。
震
天
下
唱
。

宜
多
磨
者
。

と
あ
る
。
ま
た
『
史
記
』
項
羽
仰
木
紀
の
陳
嬰
の
言
に
、
「
項
氏
世
世
将

家
。
有
名
於
楚
。
今
欲
奉
大
事
。

附耐
非
其
人
不
可
。
我
僑
名
族
。
亡
秦

必
妥
」
と
あ
り
、
項
梁
に
鋪
属
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
同
様
の
許
償
を
示

唆
し
よ
う。

(
品
切
〉
秦
末
の
園
鋭

・
王
放
を
穏
す
る
こ
と
に
圏
家
機
構

・
暦
法
の
制
定
が

と
も
な
う
こ
と
は
、
田
徐
慶
前
掲
論
文
で
も
考
察
さ
れ
て
い
る。

(
品
目
〉
項
朝
刊
が
項
王
と
な
り
、
項
伯
が
左
歩
で
あ
る
時
貼
で
は
、
な
お
柿
公

は
王
践
を
稽
さ
ず
園
家
機
構
を
も
た
な
い
。
し
か
し

『
史
記
』
各
五
三

務
相
園
世
家
で
は
、
柿
公
の
軍
が
先
に
開
中
に
入
っ
た
と
き
、

「
(薪〉

何
濁
先
入
枚
秦
丞
相
・
御
史
律
令
国
書
磁
之
」
と
あ
り
、

『
漢
書
』
倉

一
高
帯
紀
上
、
元
年
冬
十
月
僚
に
、

「途
西
入
威
陽
。
欲
止
宮
休
合
。

焚
噌

・
張
良
諌
。
乃
封
秦
重
寅
財
物
府
庫
。
選
軍
縮
上
。
粛
何
鐙
枚
秦

丞
相
府
園
籍
文
書」

と
あ
る。

(
印
)
江
陵
張
家
山
漢
関
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
鱗

《
奏
殺
害
》

四梓

文
」
、
李
皐
動
「
《
奏
殺
害
》
解
読
(
上
)
」
〈
以
上
、

『
文
物
』
一
九
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九
三
|
八
期
〉
な
ど
で
は
、
漢
代
に
お
け
る
楚
爵
の
存
在
が
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
貧
際
に
楚
爵
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
)
『
史
記
』
各
四
四
貌
世
家
の
論
賛
。

(
臼
〉
た
だ
し
『
漢
書
』
巻
一
一
一
一
項
籍
停
で
は
、
「
秦
二
世
元
年
。
陳
勝

起
。
九
月
。
禽
稽
俵
守
逼
素
賢
梁
。
乃
召
輿
計
事
。
梁
因
。
方
今
江
西

皆
反
秦
。
此
亦
天
亡
秦
時
也
。
先
渡
制
人
。
後
設
制
於
人
」
と
あ
り
、

項
梁
の
言
と
な
っ
て
い
る
。

(
臼
〉
秦
楚
之
際
月
表
の
序
文
に
、
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

太
史
公
讃
秦
楚
之
際
目
。
初
作
難
。
設
於
陳
渉
。
虐
戻
滅
秦
。
自

項
氏
。
媛
飢
諒
暴
。
卒
定
海
内
。
卒
践
脅
件
。
成
於
漢
家
。
五
年

之
開
。
続
令
三
煙
。
自
生
民
以
来
。
朱
始
有
受
命
斯
之
亙
也
。
•• 

:
・
秦
既
稀
帯
。
患
兵
革
不
休
。
以
有
諸
侯
也
O
i
-
-
-
故
憤
愛
其
所

信
用
天
下
雄
。
安
在
無
土
不
王
。
此
乃
停
之
所
謂
大
聖
乎
、
出
旦
非
天

哉
。
宣
非
天
哉
。
非
大
聖
執
能
賞
此
受
命
而
一
帝
者
乎
。

ま
た
『
史
記
』
巻
二
七
天
官
書
に
、

秦
始
皇
之
時
。
十
五
年
費
一
星
四
見
。
久
者
八
十
目
。
長
或
覚
天
。

其
後
秦
途
以
兵
滅
六
王
。
弁
中
因
。
外
援
四
夷
。
死
人
如
蹴
廊
。

因
以
張
楚
並
起
。
三
十
年
之
開
。
兵
相
胎
籍
。
不
可
勝
数
。
自
蛍

尤
以
来
。
未
嘗
若
斯
也
。
項
弱
救
短
鹿
。
在
矢
西
流
。
山
東
途
合

従
諸
侯
。
西
坑
秦
人
。
諒
屠
威
陽
。
漢
之
輿
。
五
星
緊
子
東
弁
。

卒
城
之
園
。
月
量
参
畢
七
重
。
諸
呂
作
飢
。
日
蝕
壷
晦
。
:
:
:
由

是
観
之
。
来
有
不
先
形
見
而
臆
随
之
者
也
。

同
じ
よ
う
に
項
梁
の
死
は
、
『
史
記
』
項
朝
刊
本
紀
に
、

項
羽
制
等
叉
斬
李
由
。
金
軽
秦
有
騎
色
。
宋
義
乃
諌
項
梁
目
。
戦
膨

而
絡
橋
卒
惰
者
敗
。
今
卒
少
惰
失
。
秦
兵
日
盆
。
臣
潟
君
畏
之
。

(

砧

)

項
梁
弗
聴
。

と
あ
り
、
そ
の
前
兆
と
し
て
諌
言
を
聞
か
な
い
こ
と
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

(
回
)
『
史
記
』
高
組
本
紀
四
年
僚
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
項
弱
の
十
罪
を

あ
げ
て
い
る
。

漢
王
敷
項
羽
田
。
始
輿
項
羽
倶
受
命
懐
玉
。
日
先
入
開
中
者
王

之
。
項
弱
負
約
。
王
我
於
萄
漢
。
罪
一
。
項
沼
矯
殺
卿
子
冠
軍
而

自
象
。
罪
一
一
。
項
朝
刊
己
救
越
。
賞
選
報
。
而
鍾
劫
諸
侯
丘
(入
開。

罪
三
。
懐
王
約
入
秦
無
暴
掠
。
項
沼
焼
秦
宮
室
。
掘
始
皇
帝
家
。

私
収
其
財
物
。
罪
四
。
叉
彊
殺
秦
降
王
子
嬰
。
罪
五
。
詐
抗
秦
子

弟
新
安
二
十世間
。
王
其
勝
。
罪
六
。
項
弱
皆
王
諸
賂
善
地
。
而
徒

逐
故
主
。
令
臣
下
争
叛
逆
。
罪
七
。
項
朝
刊
出
逐
義
脅
影
滅
。
自
都

之
。
奪
韓
王
地
。
弁
王
梁
楚
。
多
自
予
。
罪
八
。
項
弱
使
人
陰
紋

義
帯
江
南
。

罪
九
。

夫
篤
人
臣
而
獄
其
王
。
殺
己
降
。
篤
政
不

卒
。
主
約
不
信
。
天
下
所
不
容
。
大
逆
無
道
。
罪
十
也
。

こ
こ
で
は

一
見
す
る
と
、
項
朝
刊
本
紀
と
同
じ
よ
う
な
悪
事
で
あ
る
が
、

開
中
を
放
棄
し
た
こ
と
や
、
諌
言
を
聞
か
な
い
こ
と
な
ど
は
謝
象
と
な

っ
て
お
ら
ず
、
司
馬
遁
の
歴
史
評
債
と
異
な
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

(
切
)
『
漢
書
』
巻
六
ニ
司
馬
蓮
俸
の
任
安
へ
の
返
書
に
、
「
僕
稿
不
遜
。

近
自
託
於
無
能
之
僻
。
網
羅
天
下
放
失
嘗
開
。
考
之
行
事
。
稽
其
成
敗

輿
嬢
之
理
。
凡
百
三
十
篇
。
亦
欲
究
天
人
之
際
。
通
古
今
之
襲
。
成

一

家
之
言
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
種
々
の
位
置
づ
け
が
あ
る
が
、
自
由需
品弊

『《
史
記
》
新
論
』
二
、
究
天
人
之
際
(
求
貧
出
版
社
、
一
九
八

一
)

で
は
、
司
馬
濯
が
陰
陽
五
行
の
禁
忌
設
の
よ
う
に
天
命
宿
命
論
者
で
は

な
く
、
天
の
自
然
現
象
と
人
事
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
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歴
史
設
展
の
要
因
と
し
て
「
人
謀
」
に
注
意
し
た
と
い
う。

こ
れ
は
換

言
す
れ
ば
、
人
間
内
部
の
要
因
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
劉

外
的
な
情
勢
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
歴
史
観
と
は
少
し
異
な
っ

て
い

る。

(
幻
)
馬
王
堆
用
書

『戦
園
縦
横
家
主
面』

や
『
融
制
園
策
』
に
み
ら
れ
る
戦
園

故
事
の
一
部
は
、
楚
・

漢
の
時
代
に
編
集
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た

『
漢
書
』
俳
句
八

O
宣
元
六
王
停
に
は
、
成
喬
期
に
東
卒
王
が
王
室
に
諸

子
・
太
史
公
害
の
書
篤
を
求
め
た
と
き
、
大
将
軍
王
鳳
の
言
と
し
て

「
太
史
公
害
有
峨
闘
従
績
権
論
之
謀
。
漢
輿
之
初
謀
臣
奇
策
。
天
官
災

異
。
地
形
階
塞
。
皆
不
宜
在
諸
侯
王
。
不
可
予
」
と
あ
り
、
戦
圏
・

漢

初
の
事
績
を
重
覗
し
て
い
る
。
さ
ら
に
李
開
元
「
前
漢
初
年
に
お
け
る

軍
功
受
盆
階
層
の
成
立
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
九
九
|

一
一
、
一
九
九

O
)

で
は
、
漢
元
年
に
楚
届
肘
か
ら
漢
爵
へ
の
縛
換
を
想
定
さ
れ
て
い
る。

こ

れ
ら
は
、
こ
の
時
代
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

(
四
四
)
『
史
記
』
目
后
本
紀
の
舎
注
考
設
に
、

「
愚
按
。
史
公
舎
恵
帯
雨
紀

呂
后
。
猶
合
楚
懐
而
紀
項
弱
。
蓋
以
政
令
之
所
出
也
」
と
い
う
。
ま
た

拙
稿
「
『
史
記
』
呂
后
本
紀
に
み
え
る
司
馬
遜
の
歴
史
思
想
」
(
『
東
方

皐
』
八
六
瞬
、

一
九
九
一
一
一
)
参
照
。
こ
の
と
き
呂
氏
の
滅
亡
が
、
天
の

事
象
に
削
割
腹
す
る
呂
后
・
呂
氏
の
側
に
あ
る
と
い
う
態
度
は
、
卒
常
の

事
績
で
は
な
く
、
異
常
な
事
績
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

『
史
記
』
呂
后
本
紀
に
残
忍
な
描
潟
を
ふ
く
む
の
は
、
こ
の
よ
う
な
太

史
令
の
観
熱
か
ら
剣
断
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
、
そ
れ
は
冷
徹
な
歴
史

評
債
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
こ
の
よ
う
な
太
史
令
の
立
場
は
、
ま
た
文
書
の
牧
集
と
許
債
の
あ
り

方
の
相
濯
を
示
す
と
お
も
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
漢
大
史
令
は
本
来
、

天

文

・
屋
暦
を
司
る
も
の
で
、
純
粋
な
意
味
の
歴
史
官
で
は
な
い
。
ま
た

そ
の
事
績
を
み
て
も
、
太
初
磨
の
作
成
ゃ
、
山
川
祭
紀
へ
の
随
行
、
新

年
麿
の
献
上
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
前
漢
末
の
劉
向
の
図
書
整
理
の
段

階
で
は
、
太
史
令
の
苦
ノ
威
が
占
い

・
数
皐
な
ど
の
数
術
略
の
書
籍
を
整

理
し
、
ま
た
劉
向
の
叙
銭
に
「
中
書
」
と
並
ん
で
「
太
史
令
」
の
書
籍

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
文
事
象
に
封
臨
隠
す
る
地
上
の
記
録
を
保
存
し
た

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
太
史
公
自
序

・
『
漢
書
』
径
二
号
帝

紀
下
に
よ
れ
ば
、
現
貨
の
公
文
書
な
ど
を
保
存
す
る
御
史
の
図
書
と
は

異
な
り
、

宗
廟
・
明
堂
に
枚
め
ら
れ
る
金
匿

・
石
賓
の
書
を
ふ
く
む
も

の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
司
馬
氏
が
周
太
史
を
縫
ぐ
天
官
と
い
う

認
識
や
、
『
史
記
』
の
な
か
で

一
貫
し
て
太
史
を
一
種
の
預
言
者
と
す

る
説
明
と
劉
臆
す
る
。
こ
こ
か
ら
指
揮
漠
時
代
で
は
、
王
朝
に
少
な
く
と

も
御
史
(
蘭
肇
〉
な
と
殴
中
の
図
書
と
、
外
に
太
史

(
明
堂
、
鐙
肇
)

の
図
書
に
よ
る
二
系
統
の
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
太

史
令
は
、
過
去
か
ら
現
在

・
未
来
に
か
か
わ
る
記
録
を
解
蝿
押
す
る
役
職

で
あ
り
、

古
い
記
録
官
の
形
態
を
残
し
て

い
る
。
こ
れ
に
糾問
し
て
御
史

系
統
は
、
小
林
春
樹
「
後
漢
時
代
の
蘭
妥
令
史
に
つ
い
て
」
(『
東
方

皐
』
六
八
瞬
、
一
九
八
四
)
で
論
ず
る
よ
う
に
、
後
漢
以
降
に
歴
史
官

と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
前
漢
で
は
、
御
史

・
太

史
令
の
系
統
と
も
に
、
な
お
歴
史
書
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
意

識
は
な
い
が
、
そ
れ
は
古
い

形
態
を
縫
ぐ
司
馬
談

・
司
馬
遷
父
子
に

よ
っ
て
、

「興
亡
の
原
理
」

や
「
天
人
の
際
」

を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
構
想
が
、
最
初
の
歴
史
書
の
形
態
に
適
態
し
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
太
史
令
の
性
格
は
、
今
後
と
も
検
討
す

べ
き
課
題
で
あ
る
。
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(
印
)
そ
の
と
き
司
馬
濯
の
紀
年
重
視
の
立
場
は
、
『
史
記
』
を
最
初
の
歴

唱
史
書
と
す
る
債
値
が
生
じ
、
ま
た
特
殊
な
行
事
(
事
賓
〉
に
よ
っ
て
輿

亡
の
原
理
と
運
命
を
示
そ
う
と
す
る
態
度
か
ら
は
、
文
民
平
聞
な
感
動
を

輿
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
歴
史
・
文
皐
の
債
値
を

の
ぞ
け
ば
‘
太
史
令
の
預
言
的
な
天
文
・
災
異
な
ど
の
要
素
は
し
だ
い

201 

に
忘
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
世
評
債
の
一
端
は
、

加
藤
園
安

「庚
信
に
お
け
る
世
界
の
解
慢
と
新
生
の
表
現

|
『左
俸
』

『
史
記
』
等
よ
り
見
た
そ
の
世
界
観
」

(卒
成
五
年
度
科
皐
研
究
報
告

書
『
「
史
記
」

「
漢
書
」
の
再
検
討
と
古
代
社
曾
の
地
域
的
研
究
』、

一

九
九
四
)
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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the tsaiof the Eastern Chou. Moreover, the person who was in the center

of power at that time was referred to as the tsai. In this instance, the

officialwho held the ｏ伍ce of the tsai served as intellectual advisor and

attendant to his lord, and as such gradually evolved into the position of

the Ta-tsai of the Ｃｈｏｕ-li。

　　

Among the vassals of the Ministers and Grand Masters of the Spring

and Autumn Period was the position of tsai,whose incumbents served as

head of the grand households and as intellectualadvisors to these digni-

taries.

　

It can thus be concluded that the position of the tsai as a patri-

monial bureaucrat assumed the important function of maintaining ａ state

organization based on the Feudal System from the Western Chou to Eastern

Chou periods.

THE SHIH-CHI “HSIANG yu PfiN-CHI”AND “MONTHLY

　　

RECORDS DURING THE CH'IN AND CH'U PERIOD”

　　

―The Historicalassessmentof Ch'u and Han daring

　　　　　　　　　　　

thelate Ch'indjTiasty―

FUJITA Katsuhisa

　　

This paper analyzes the construction of the ５んiん-ｃｈｉ“Hsiang　Yu

μｎ-chi” and “monthly records during the Ch‘in and Ｃｈ‘!ｌperiod.”Thi､s

analysis shows that the “monthly records” do not center on the records of

the states of Ch‘in or Han, but rather focus as ａ whole on those of the

Ch‘ｕ States and Hsiang Yu (King). The details provided for severa!

states in the “monthly records” are based on the records of the Ch‘ｕStates.

The records of the Ｃｈ‘ｕStates and Hsiang Yii are distinct in that they

begin with January, whereas the records of the Han States begin with

October.

　

It is, therefore, clear that the Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ"Hsiang Yii p己ｎ-Chi”

and “monthly records” are primarily concerned with the Ch‘ｕ States. In

this period, Hsiang Liang and Hsiang Yu constituted almost the entire

State of Ｃｈ‘ｕ，which developed its own system and calendar.

　　

Thｕs･ Ssu°ｍ゛1Ch‘ien describes the rise and fall of each King based on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



the limited records of annals from the Warring State's Ch'in, Ch‘ｕand Han

period. The historical perspective provided here by Ssu-ma Ｃｈ‘ienoffers

an altered perspective in destiny from the ＳＭｈ･ｃｈｉ　６Ｃｈ‘inpSn-chi”，

“Hsiang Yu pSn-chi” and “Lu-hou pen-chi.” Such a historical perspective

is thoroughly in accordance with the historian's standing ａｓＴ‘ai-ｓhih-ling

for the Han court.

Ａ STUDY ON THE BIOGRAPHY

　

OF WEI YUAN-SUNG 衛元嵩

FUJIYOSHI Masumi

　　

The biography of Wei Yiian-sung 衛元嵩, who was responsible for the

anti-Buddhist movement instigated by Emperor Wu 武帚of the Ｐｅｉ･chou

北周dynasty, is recorded in the H.はＫａｏ-ｓｇｎｇｃｈ‘ｕａｎ績高音傅compiled

by Tao-hsiian 道宣｡

　　

In this tｅχt，Tao-hsiian's account is confused. Tao-hsuan alternately

condemns Wei Yiian-sung as the instigator of this movement and ｅχoner-

ates Wei on the basis of the fact that WeiｱS true motive was to purify

rather than suppress the sangha｡

　　

In this paper l examine this contrasting attitude via a study of Tao-

hsiian's mental state together with the background and circumstances under

which the Ｈｓii　Ｋａｏ-ｓ&ｎｇｃｈ‘ｕａｎwas written. I also advance a general

assessment of Wei Yiian-sung in this period with particular attention to

his level 0f popularity following a visit to his hometown.
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